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まちの人口
（平成26年4月30日現在）2014

June
Vol.253 6 人　口

　男　
　女　
世帯数

9,658人
4,573人
5,085人

3,213世帯

前年同月比
（平成25年4月30日現在）2014

June
Vol.253 6 9,702人

4,586人
5,116人
3,203世帯

新緑の鳴江河畔公園

4月25日、小学校歓迎遠足が実施されました。



　
白
木
区
に
あ
る
白
木
聖
廟
に
は
、学
問
の
神
で
あ

る
孔
子
が
祀
ら
れ
て
お
り
、毎
年
４
月
21
日
に
白
木

孔
子
祭
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
引
き
締
ま
っ
た
雰
囲
気
の
中
で
行
わ
れ
た
神
事
の

後
、歴
史
的
に
も
価
値
が
高
い
中
国
製
孔
子
像
が
参

拝
者
の
前
に
顔
を
見
せ
ま
し
た
。

　
参
拝
者
は
、孔
子
像
の
頭
や
肩
な
ど
を
優
し
く
撫

で
ま
し
た
。体
の
調
子
が
悪
い
部
分
を
撫
で
る
と
治

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　「
町
重
要
文
化
財
で
あ
る
白
木
孔
子
像
を
、長
く
保

存
し
て
い
き
た
い
」と
保
存
会
会
長
の
相
島
忠
良
さ

ん（
白
木
区
）は
語
り
ま
す
。　

こ
れ
か
ら
も
白
木
区
の

み
な
さ
ん
で
、伝
統
文
化

を
守
り
伝
え
て
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

　
４
月
26
日
、石
原
区
公
民
館
で
石
原
区
敬
老
会
が

開
催
さ
れ
、75
歳
以
上
の
老
人
ク
ラ
ブ
員
が
参
加
し

ま
し
た
。

　
井
上
信
区
長
を
は
じ
め
来
賓
の
方
々
か
ら
、参
加

者
の
み
な
さ
ん
へ
、長
き
に
渡
る
区
へ
の
貢
献
に
対

し
謝
辞
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
乾
杯
に
引
き
続
き
、永
林
寺
保
育
園
児
の
お
遊
戯

や
婦
人
会
に
よ
る
演
舞
な
ど
が
披
露
さ
れ
、敬
老
会

は
賑
や
か
な
声
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

4/23

4/26

白木孔子祭

　
心
地
よ
い
初
夏
の
風
が
フ
ェ
ア
ウ
ェ
イ
を
吹

き
渡
る
な
か
、第
６
回
の
シ
ニ
ア
オ
ー
プ
ン
が
４

月
18
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。当
日
は
、60
歳
か

ら
88
歳
ま
で
の
54
名
が
参
加
し
、グ
リ
ー
ン
上

で
、更
に
は
交
流
会
で
親
睦
を
深
め
ま
し
た
。

　
自
分
に
は
謙
虚
に
、他
人
に
は
そ
れ
を
求
め
な

い
暖
か
さ
が
、ゴ
ル
フ
と
シ
ニ
ア
会
を
楽
し
く
さ

せ
て
い
る
皆
さ
ん
の
力
で
す
。こ
れ
か
ら
も
シ
ニ

ア
ラ
イ
フ
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、こ
の
会

が
今
後
も
長
く
続
い
て
欲
し
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。ゴ
ル
フ
に
興
味
の
あ
る
方
は
、ど
う
ぞ
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
試
合
結
果
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

　
４
月
20
日（
日
）、ネ
イ
ブ
ル
で
第

５
回
フ
ッ
ト
サ
ル
ネ
イ
ブ
ル
カ
ッ

プ
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
２
部
門
で
計
８
チ
ー
ム
、84
名
の

選
手
が
フ
ッ
ト
サ
ル
技
術
を
競
い

合
い
ま
し
た
。

　
試
合
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

4/18 シニアオープンゴルフ大会

4/20 フットサルネイブルカップ 石原区敬老会

江北町農業委員会、江頭義太さん（馬場区）　農林水産大臣賞受賞

4/25

まちの話題 TOPIC NEWS

　
江
北
町
農
業
委
員
会
と
会
長
の
江
頭
義
太
さ
ん

（
馬
場
区
）が
、農
業
委
員
会
の
優
れ
た
活
動
に
贈
ら

れ
る
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
農
業
委
員
会
は
、分
散
し
た
農
地
の
集
約
の
中
で
、

農
作
業
の
効
率
化
や
安
全
性
の
向
上
を
図
り
ま
し

た
。ま
た
、農
業
を
や
め
る
人
の
農
地
を
新
た
な
担
い

手
に
渡
す
な
ど
、遊
休
農
地
の
未
然
防
止
や
農
業
者

の
規
模
拡
大
に
も
貢
献
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
頭
さ
ん
は「
人
生
最
大
の
喜
び
。こ
れ
か
ら
も
、

江
北
町
を
子
や
孫
に
誇
れ
る
農
業
の
町
に
し
て
い
き

た
い
」と
語
り
ま
し
た
。

　
新
緑
香
る
心
地
よ
い
風
の
中
、

小
学
校
歓
迎
遠
足
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　
新
１
年
生
は
、黄
色
い
帽
子
を

身
に
着
け
、６
年
生
と
手
を
つ
な

ぎ
な
が
ら
小
学
校
か
ら
鳴
江
河
畔

公
園
ま
で
の
道
の
り
を
元
気
に
歩

き
ま
し
た
。

　
道
中
、地
域
の
皆
さ
ん
の
あ
た

た
か
い
見
守
り
も
あ
っ
て
、子
ど

も
た
ち
は
無
事
に
公
園
に
到
着
で

す
。

　
子
ど
も
た
ち
は
持
ち
寄
っ
た
お

弁
当
を
美
味
し
そ
う
に
頬
張
っ
た

後
、時
間
の
許
す
限
り
芝
生
を
駆

け
回
っ
た
り
、遊
具
で
遊
ん
だ
り

し
ま
し
た
。

　
上
級
生
が
遊
具
に
手
を
取
り
、

下
級
生
が
遊
び
や
す
い
よ
う
に
補

助
す
る
様
子
を
見
て
、頼
も
し
さ

を
覚
え
ま
し
た
。

小学校歓迎遠足

江北町農業委員会のメンバーのみなさん

第５回ネイブルカップ
マスターの部
優　勝　GIANT KILLING
準優勝　LIBERTAD

ビギナーの部
優　勝　レモンスカッシュ
準優勝　江北町サッカー協会

ネットの部
優　勝　吉丸重政
準優勝　溝上英彰
３　位　岸川　武

ベストグロス
山崎正俊

（37　45）

シニアオープンゴルフ大会

2広
報こうほく
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お
り
、毎
年
４
月
21
日
に
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木
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。
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史
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中
国
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が
参

拝
者
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前
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を
見
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ま
し
た
。

　
参
拝
者
は
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肩
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ど
を
優
し
く
撫

で
ま
し
た
。体
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が
悪
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治
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と
言
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。
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。
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が

開
催
さ
れ
、75
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以
上
の
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人
ク
ラ
ブ
員
が
参
加
し

ま
し
た
。

　
井
上
信
区
長
を
は
じ
め
来
賓
の
方
々
か
ら
、参
加

者
の
み
な
さ
ん
へ
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き
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渡
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区
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貢
献
に
対

し
謝
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贈
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れ
ま
し
た
。
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遊
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絶
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ま
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。
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4/27 区対抗バレーボール大会

　
４
月
23
日（
水
）、リ
サ
イ
ク
ル

推
進
員
の
委
嘱
状
交
付
式
が
行
わ

れ
、代
表
で
黒
木
秀
雄
さ
ん（
観
音

下
区
）に
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
ま

し
た
。

　
委
嘱
状
交
付
式
の
後
、リ
サ
イ

ク
ル
に
関
す
る
研
修
会
が
開
催
さ

れ
、43
名
の
参
加
者
達
は
、資
源
化

の
ル
ー
ル
確
認
や
積
極
的
な
意
見

交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　
再
資
源
化
、省
資
源
化
は
一
人

一
人
の
心
が
け
で
す
。今
一
度
、家

庭
か
ら
の
ご
み
の
分
別
に
注
意
を

払
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

4/23 リサイクル推進員の委嘱状交付式・リサイクル研修会

佐賀県知事も絶賛　江北シャキッシュ

まちの話題 TOPIC NEWS

　
４
月
25
日
、市・町
長
会
議
の
休
憩
時
間
に
お
い

て
、各
自
治
体
の
特
産
品
の
試
食
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　
江
北
町
か
ら
は「
江
北
シ
ャ
キ
ッ
シ
ュ
」が
振
舞
わ

れ
、佐
賀
県
知
事
の
古
川
康
佐
賀
県
知
事
も
試
食
さ

れ
、好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
江
北
シ
ャ
キ
ッ
シ
ュ
は
、フ
ラ
ン
ス
の
家
庭
料
理

で
あ
る
キ
ッ
シ
ュ
に
、江
北
町
産
の
玉
ね
ぎ
と
レ
ン

コ
ン
、佐
賀
県
産
の
ニ
ン
ジ
ン
な
ど
を
ふ
ん
だ
ん
に

用
い
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。先
月
開
催
さ
れ
た
〞さ

が
“
地
産
地
消
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
、堂
々
の
ア
イ
デ

ア
部
門
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
江
北
シ
ャ
キ
ッ
シ
ュ
は
、佐
賀
農
業
高
等
学
校
３

年
生
の
馬
場
竜
輝
さ
ん
た
ち
が
作
り
ま
し
た
。町
内

の
上
小
田
地
区
で
毎
月
開
催
し
て
い
る
高
校
生
ケ
ー

キ
カ
フ
ェ「
サ
ノ・ボ
ヌ
ー
ル
」に
お
い
て
も
、江
北

シ
ャ
キ
ッ
シ
ュ
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
町
民
の
み
な
さ
ん
も
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
４
月
27
日（
日
）、区
対
抗
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
が
開

催
さ
れ
、男
子
は
７
地
区
、女
子
は
５
地
区
出
場
し
ま

し
た
。

　
試
合
の
随
所
に
は
、ネ
ッ
ト
際
の
攻
防
な
ど
、息
を

の
む
よ
う
な
激
し
い
場
面
も
。ナ
イ
ス
プ
レ
ー
に
は
、

チ
ー
ム
全
員
で
ハ
イ
タ
ッ
チ
。終
始
和
気
あ
い
あ
い
と

し
た
雰
囲
気
で
大
会
は
進
行
し
ま
し
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。
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。
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古川康佐賀県知事（写真中央）と
馬場竜輝さん（写真右）

サノ・ボヌールの 6月の開催日時は、

6月 21 日（土）12 時 30 分からです！
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地域おこし協力隊通信
　新学期の上小田児童クラブが始まりました。現在、メンバーは新一年生の児童２名です。
学校が終わるとピカピカのランドセルを背負って児童クラブにやってきます。そして折り紙
をしたり、公園へ行ったり、宿題をしたりと毎日元気いっぱい活動しています。小学校とい
う新しい環境の中で不安もあると思いますが、どんどん色々なことを経験して様々なことを
吸収して欲しいと思います。
　また、上小田児童クラブでは利用者の募集を行っています。詳しくは江北町役場総務企画
課（☎86-5612）までお問い合わせください。
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。
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催
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。
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。
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地域おこし協力隊通信
　新学期の上小田児童クラブが始まりました。現在、メンバーは新一年生の児童２名です。
学校が終わるとピカピカのランドセルを背負って児童クラブにやってきます。そして折り紙
をしたり、公園へ行ったり、宿題をしたりと毎日元気いっぱい活動しています。小学校とい
う新しい環境の中で不安もあると思いますが、どんどん色々なことを経験して様々なことを
吸収して欲しいと思います。
　また、上小田児童クラブでは利用者の募集を行っています。詳しくは江北町役場総務企画
課（☎86-5612）までお問い合わせください。
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お茶のみサロンを活用しよう！！
～町民の皆様が利用できる場所ができました～

上小田地区の石原区で開設されているお茶のみサロンが、

町民の皆様にさらに利用しやすくなりました！！

地区の集会やサークル活動などにご利用してみませんか？

たくさんの仲間をつくって、上小田ライフを満喫しましょう！！

利　　用　：　どなたでもご利用いただけます。（要申請）

場　　所　：　上小田地区石原区　　元井上百貨店

利用時間　：　平日 午前9：00～午後3：00（火・金の午後を除く）

　　　　　　※火・金の午後は高齢者サロンが運営されています。

料　　金　：　無料　ただし、冷暖房使用時は１時間あたり２００円

子どもクラブ、老人会など、

子どもからお年寄りまで

さまざまな目的でご利用できます

お申し込み・お問い合わせは

江北町役場総務企画課　tel:0952-86-5612

防災広場 肉の三栄

小田ショッピングセンター
ココ

古賀小児科内科病院

川久保モータース

江北町役場

肥前山口駅

アルパカ

　幼児期の教育は生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要なものであり、幼稚園教育は環境を
通して行うものであるということを多くの方がご存知のことと思います。
　幼児は、生活や遊びといった体験を通して、情緒的、知的な発達や社会性を身につけ、人間
として、社会の一員として健全により良く生きていくための基礎を獲得していきます。幼児教
育の目的は個別的な知識とか情報の収集ではなく、人間的成熟に向けたものであるといっても
過言ではありません。
　さて、本年度 11 月 21 日（金）～ 22 日（土）を期して、表題の「幼児期にふさわしく豊かに生
きる　～遊びを見つめる～」を主題として掲げ、第 55 回九州国公立幼稚園会研究大会を佐賀
県が当番県として開催します。1 日目は福岡県・熊本県・宮崎県の 3 県による研究発表及び指
導講評、文科省の行政説明、記念講演等の全大会、2日目は公開保育及び分科会となっています。
　九州の国公立幼稚園は全部で 599 園あり、その中で佐賀県の国公立幼稚園は 12 ヶ園と他県
に比べて少ないですが（福岡 56 園、長崎 53 園、熊本 32 園、大分 129 園、宮崎 16 園、鹿児島 77 園、
沖縄 236 園）その中の 5ヶ園が公開保育を実施します。公立では全国的にもめずらしい、とい
うより江北町だけかもしれませんが、幼稚園と保育園の機能を併せ持つ江北町幼児教育セン
ターも公開保育園となっています。
　本大会では、近年、めまぐるしく変化する社会状況の中で、子どもたちを取り巻く環境が日々
大きく変化しているこのような時代にあって、子供たちの未来を見据えて、「主体的な遊び」
について考えたいと思っています。人から言われたからではなく自ら人や物にかかわること、
我を忘れて遊びに没頭すること、トラブル・失敗・葛藤・試行錯誤を経験すること、折り合い
をつけること、物事や自然に触れて心揺さぶられる経験を積み重ねること、自分の思いを伸び
伸びと表現すること、それらこそが幼児期にふさわしく豊かに生きることであり、この体験が
未来を切り拓く生きた力となると考えるからです。つまり、幼児期にふさわしい体験とは「遊び」
に他なりません。「幼児期の遊び」こそ、全人格的な「学習」そのものです。それらのできる
環境を整えることが、今、幼稚園の喫緊の課題です。
　特に「自然とのふれあい」は豊かな体験が得られ、人とかかわる力が育つと明言されています。
身体はたくましく、感性は鋭く、頭脳は賢く育まれていくための、身近な自然環境である園庭
環境をどう工夫していくか、とても重要なことであると考えています。公開保育では、他県の
先生方、県内の幼児教育に携わる方々にたくさんお越しいただき、そういったところをしっか
り見て感じてたくさんの意見を出していただき、学び続ける保育者として多くの学びを得、自
由さの中に教育的意図がいっぱい詰まった園環境の構成を創造していきたいと思っています。
　どうぞ、町内の教育関係者の皆様、保護者の皆様、地域の皆様も関心がおありになられる方
は是非、第55回九州国公立幼稚園会研究大会佐賀大会にご参加くださることを願っております。
　なお、参加に対しては、大会参加費が多少発生いたしますので詳細につきましては、江北町
幼児教育センターまでご連絡ください。

【TEL:0952－86－4350　　江北町幼児教育センター】

教 育 の
ス ス メ

幼児期にふさわしく豊かに生きる
～遊びを見つめる～

江北町幼児教育センター所長　山　下　栄　子
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～町民の皆様が利用できる場所ができました～

上小田地区の石原区で開設されているお茶のみサロンが、

町民の皆様にさらに利用しやすくなりました！！

地区の集会やサークル活動などにご利用してみませんか？

たくさんの仲間をつくって、上小田ライフを満喫しましょう！！

利　　用　：　どなたでもご利用いただけます。（要申請）

場　　所　：　上小田地区石原区　　元井上百貨店

利用時間　：　平日 午前9：00～午後3：00（火・金の午後を除く）

　　　　　　※火・金の午後は高齢者サロンが運営されています。

料　　金　：　無料　ただし、冷暖房使用時は１時間あたり２００円

子どもクラブ、老人会など、

子どもからお年寄りまで

さまざまな目的でご利用できます
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こうほくまちを歩こう

ふれあいウォーキング

「歩くこと」は、健康づくりの基本であり、誰もが気軽に始められ、
からだに無理な負担がかからない理想的な運動です。江北町では
昨年より大字地区毎にウォーキングコースの整備をおこなってい
ます。そのコースを利用し、近所で手軽に「歩くこと」を習慣化
できるように、ウォーキング会を下記のとおり開催します。お誘
いあわせの上、お気軽にご参加ください。

期日：毎月第４金曜日（下記日程）
内容：ウォーキングについての
　　　　　　　ワンポイントアドバイス等
会場：大字毎ウォーキングコース
対象：ウォーキングを楽しみたい方
　　　※　参加時には各自飲み物をご持参下さい。
受付：ＡＭ　９：００
解散：ＡＭ１１：３０予定 参加費無料

参加者募集

☆☆☆　毎月第４金曜日は ウォーキングデー　☆☆☆
平成 26年　5/30（第５）・６/27・7/25・8/22・9/26・10/24・11/28・12/26
平成 27年　1/23・2/27・3/27　※雨天中止（中止の場合、MCA無線で放送します）

開催地については、MCA無線等にてご案内いたします。

※保険については教育課で加入している保険にて対応いたします。
※活動中の写真を広報等へ掲載させていただくことがあります。予め御了承下さい。

【申込・問合せ】
参加をご希望の方は江北町教育委員会
教育課　担当：西村・柿塚まで電話にてご連絡ください。
TEL　0952-86-5623
（当日参加もOK）

６月は大字山口
地区にて開催 !!
小学校グラウンド
前の駐車場に集合
してね♪
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　この制度は、空き家等を所有する方と空き家等の利用を希望する方（Ｕ・Ｉターン者な
ど）に「空き家バンク」に登録していただき、町がその情報を提供する制度です。
　空き家等を貸したい方・売りたい方、空き家等を活用して生活してみたい方は是非この
制度を利用してみてください。

【制度の主な流れ】
①空き家等を貸したい方又は、売りたい方の物件情報を「空き家バンク」に登録
（物件登録者）
②物件を見て借りたい方又は、買いたい方の情報を「空き家バンク」に登録（利用
希望者）
③利用希望者へ物件希望者からの登録情報を提供
④物件登録者へ利用希望者からの問い合わせ情報を提供
⑤物件希望者と利用希望者の当事者間で交渉・契約。又は、町内に本社がある不動
産業者等に仲介を依頼し、交渉・契約。

○お問い合わせ
　江北町役場総務企画課　企画係　TEL 0952‐86‐5612

（注）不動産業者等に仲介を依頼した場合は、法律で定められた仲介手数料が別途発生します。

江北町空き家等情報登録制度「空き家バンク」に
登録してみませんか？

・空き家を所有している
けど管理が大変。
・空き家の借り手、買い
手を見つけたいが、ど
うしたらいいか分から
ない。
・子どもと同居するの
で、今の家に住んでく
れる人を探したい。

・適切に維持管理しない
と湿気がこもって、人
が住んでいる時より早
く劣化が進みます。
・景観が悪くなるだけで
はなく、地域の安全な
生活を脅かす状況にな
ることも考えられま
す。

・江北町に移住や定住を
希望されている方に情
報提供ができ、借り
手、買い手が見つかり
やすい。
・取引の専門家である不
動産業者等が間に入る
から「安心」。

□空き家でお困りでは
　ないですか？

□空き家をそのまま
　放置しておくと…

□空き家バンクの良い
　ところ

9 広
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町　　　税
科　目 予算現額 収入額 収入率

8億8,579万3千円 8億8,782万5千円 100.2%
17億4,507万4千円 17億8,455万2千円 102.3%
13億7,636万9千円 12億1,902万1千円 88.6%
1億2,800万4千円 1億2,796万0千円 100.0%
4億8,761万3千円 2億4,991万7千円 51.3%
6億2,983万9千円 6億2,137万5千円 98.7%

52億5,269万2千円 48億9,065万0千円 93.1%

地方交付税
国県支出金
繰　入　金
町　　　債
そ　の　他
合　　　計

空き家・空き店舗等再生による地域活性化事業
事　　業　　名 予算現額

2,175万0千円
2億   664万3千円

285万0千円
1億6,954万1千円
1億1,968万0千円

支出済額
1,959万4千円

1億7,775万5千円
285万0千円

7,281万2千円
5,335万9千円

執行率
90.1%
86.0%

100.0%
42.9%
44.6%

地域の元気臨時交付金事業
江北中学校卒業祝金支給事業
門前～観音下線道路改築工事
町営住宅建設事業

事業区分 残　　高
10億7,628万4千円
9億　594万9千円
1億7,975万3千円
1億2,087万6千円
1億2,245万9千円

18億7,310万0千円
42億7,842万1千円

8,284万8千円
57億2,917万6千円
58億1,202万4千円

100億9,044万5千円

議　会　費
科　目 予算現額 支出額 執行率

7,705万3千円 7,639万8千円 99.1%
8億8,848万4千円 6億3,568万3千円 71.5%

11億1,806万5千円 10億3,828万1千円 92.9%
2億5,621万8千円 2億2,294万6千円 87.0%

5億7,704万6千円 2億6,338万0千円 45.6%
4,719万5千円 4,709万4千円 99.8%

10億9,695万0千円 6億9,267万5千円 63.1%

総　務　費
民　生　費
衛　生　費

500万0千円 500万0千円 100.0%労　働　費
農林水産業費
商　工　費
土　木　費

1億8,280万5千円 1億7,567万0千円 96.1%消　防　費
3億3,404万5千円 3億1,366万8千円 93.9%教　育　費

113万6千円 108万8千円 95.8%災害復旧費
6億5,652万8千円 6億5,551万0千円 99.8%公　債　費

52億5,269万2千円 41億3,569万1千円 78.7%合　　　計
1,216万7千円 829万8千円 68.2%そ　の　他

歳　　入

平成26年3月末現在

歳　　出

□まちづくりの主な事業の状況

□町債の現在残高（見込）目的別状況□基金（貯金）の状況

主な事業概要（一般会計）

平成25年度

一般会計 52億5,269万２千円

歳入・歳出予算執行状況

■空き家・空き店舗等再生による
　地域活性化事業
　地域おこし協力隊制度活用や空き家・
空き店舗改修によるサロンの新設、児童
クラブの実施、さらには高校生のケーキ
カフェなど上小田地区で様々な活動を行
いました。

■地域の元気臨時交付金事業
 平成24年度の国の繰越事業に伴う交付
金事業で、平成25年度においては農産加
工場（旧就業改善センター）、幼稚園園
舎、給食センターの改修を行いました。

■門前～観音下線道路改築工事
　交通利便性の向上などを図るため、新
規道路の整備を進めています。
　平成25年度は起終点部を中心に道路改
良工事を行いました。

■町営住宅建設事業
　老朽化している上小田住宅の建替のた
め平成25年度より事業を開始し、当該年
度は建設地購入・建築設計・現地調査等
を行いました。

　町の施設や道路を作る際には多くのお金が
必要になるため金融機関などからお金を借り
ます。この借りたお金を町債といいます。
　この借金返済は現在利用する人と将来利用
する人が公平になるよう長期にわたります。

■江北中学校卒業祝金支給事業
 江北中学校卒業生の生徒保護者に生徒
一人あたり３万円を支給しました。

主な事業の概要（特別会計）

特別会計 30億4,164万4千円

過 疎 対 策 事 業
広域水道出資金
一 般 単 独 事 業
一 般 公 共 事 業
義　務　教　育
そ  　 の  　 他

計
上  水  道
下  水  道

13億5,550万2千円国 民 健 康 保 険
3億7,064万3千円

11億1,817万5千円
3億6,496万2千円

82.5%
98.5%

87.6%
95.2%無資力臨鉱ポンプ

2億1,487万5千円水道事業（収益的）
1億　821万7千円

2億2,207万2千円
1億　131万8千円

103.3%
93.6%

73.8%
86.5%後期高齢者医療

7,295万7千円 1,288万4千円 17.7% 65.3%水道事業（資本的）

11億8,731万7千円
3億5,301万1千円

1億5,862万4千円
9,356万1千円

4,762万8千円
9億1,945万0千円 6億2,249万0千円 67.7% 72.8%下 水 道 事 業 6億6,909万5千円

計
合　　　　計

一

　般

　会

　計

特
別
会
計

残　　高
8億2,442万6千円
9億9,481万6千円
3億2,510万2千円

354万5千円
701万8千円

1億8,098万4千円
1,415万4千円
1,557万9千円

6億3,800万2千円

112億8,613万6千円

財 政 調 整 基 金
減 債 基 金
ふ る さ と 振 興 基 金
ふ る さ と 応 援 基 金
過疎地域自立促進対策基金
地 域 福 祉 基 金
育 英 資 金 貸 付 基 金
スポーツ・文化振興基金
土 地 開 発 基 金

268万2千円国民健康保険給付費支払準備基金

580万0千円先進的ＩＣＴ利活用教育推進
事 業 整 備 基 金

1億　103万1千円地域の元気臨時交付金基金

81億7,299万7千円鉱害復旧施設維持管理基金

合　　　　計

特別
会計

歳　　入
収入済額

予算現額会　計　別
収入率 支出済額 執行率

歳　　出

◆無資力臨鉱ポンプ
　東古川排水施設においては中央操作盤の改修・外壁防水塗装、大西排水施設においてはエンジン冷却用の
　ウォータークーラーの設置、鳴江排水施設においては真空ポンプ更新を行いました。

◆水道事業
　平成25年度は岳・石原地区での下水道事業に伴う配水管移設工事・消火栓の設置を行いました。

◆下水道事業
　岳・仲町・浪花地区の管渠整備を行い、公共下水道の整備率は93.0％になりました。

平成26年3月末
町民一人あたり

112億8,613万6千円
117万0千円

平成26年3月末
町民一人あたり

100億9,044万5千円
104万6千円

　地方自治法第243条の3及び江北町財政状況の
公表に関する条例の規定に基づき公表します。

平成26年6月　　江北町長　田中源一

基金区分

※繰越分含む

※繰越分含む

※繰越分含む

30億4,164万4千円計 24億4,190万1千円 　80.3% 82.5%25億  923万6千円

一

　般

　会

　計

※町民一人あたりは平成26年3月末人口　9,649人で計算しています。

●町債とは？
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町　　　税
科　目 予算現額 収入額 収入率

8億8,579万3千円 8億8,782万5千円 100.2%
17億4,507万4千円 17億8,455万2千円 102.3%
13億7,636万9千円 12億1,902万1千円 88.6%
1億2,800万4千円 1億2,796万0千円 100.0%
4億8,761万3千円 2億4,991万7千円 51.3%
6億2,983万9千円 6億2,137万5千円 98.7%

52億5,269万2千円 48億9,065万0千円 93.1%

地方交付税
国県支出金
繰　入　金
町　　　債
そ　の　他
合　　　計

空き家・空き店舗等再生による地域活性化事業
事　　業　　名 予算現額

2,175万0千円
2億   664万3千円

285万0千円
1億6,954万1千円
1億1,968万0千円

支出済額
1,959万4千円

1億7,775万5千円
285万0千円

7,281万2千円
5,335万9千円

執行率
90.1%
86.0%

100.0%
42.9%
44.6%

地域の元気臨時交付金事業
江北中学校卒業祝金支給事業
門前～観音下線道路改築工事
町営住宅建設事業

事業区分 残　　高
10億7,628万4千円
9億　594万9千円
1億7,975万3千円
1億2,087万6千円
1億2,245万9千円

18億7,310万0千円
42億7,842万1千円

8,284万8千円
57億2,917万6千円
58億1,202万4千円

100億9,044万5千円

議　会　費
科　目 予算現額 支出額 執行率

7,705万3千円 7,639万8千円 99.1%
8億8,848万4千円 6億3,568万3千円 71.5%

11億1,806万5千円 10億3,828万1千円 92.9%
2億5,621万8千円 2億2,294万6千円 87.0%

5億7,704万6千円 2億6,338万0千円 45.6%
4,719万5千円 4,709万4千円 99.8%

10億9,695万0千円 6億9,267万5千円 63.1%

総　務　費
民　生　費
衛　生　費

500万0千円 500万0千円 100.0%労　働　費
農林水産業費
商　工　費
土　木　費

1億8,280万5千円 1億7,567万0千円 96.1%消　防　費
3億3,404万5千円 3億1,366万8千円 93.9%教　育　費

113万6千円 108万8千円 95.8%災害復旧費
6億5,652万8千円 6億5,551万0千円 99.8%公　債　費

52億5,269万2千円 41億3,569万1千円 78.7%合　　　計
1,216万7千円 829万8千円 68.2%そ　の　他

歳　　入

平成26年3月末現在

歳　　出

□まちづくりの主な事業の状況

□町債の現在残高（見込）目的別状況□基金（貯金）の状況

主な事業概要（一般会計）

平成25年度

一般会計 52億5,269万２千円

歳入・歳出予算執行状況

■空き家・空き店舗等再生による
　地域活性化事業
　地域おこし協力隊制度活用や空き家・
空き店舗改修によるサロンの新設、児童
クラブの実施、さらには高校生のケーキ
カフェなど上小田地区で様々な活動を行
いました。

■地域の元気臨時交付金事業
 平成24年度の国の繰越事業に伴う交付
金事業で、平成25年度においては農産加
工場（旧就業改善センター）、幼稚園園
舎、給食センターの改修を行いました。

■門前～観音下線道路改築工事
　交通利便性の向上などを図るため、新
規道路の整備を進めています。
　平成25年度は起終点部を中心に道路改
良工事を行いました。

■町営住宅建設事業
　老朽化している上小田住宅の建替のた
め平成25年度より事業を開始し、当該年
度は建設地購入・建築設計・現地調査等
を行いました。

　町の施設や道路を作る際には多くのお金が
必要になるため金融機関などからお金を借り
ます。この借りたお金を町債といいます。
　この借金返済は現在利用する人と将来利用
する人が公平になるよう長期にわたります。

■江北中学校卒業祝金支給事業
 江北中学校卒業生の生徒保護者に生徒
一人あたり３万円を支給しました。

主な事業の概要（特別会計）

特別会計 30億4,164万4千円

過 疎 対 策 事 業
広域水道出資金
一 般 単 独 事 業
一 般 公 共 事 業
義　務　教　育
そ  　 の  　 他

計
上  水  道
下  水  道

13億5,550万2千円国 民 健 康 保 険
3億7,064万3千円

11億1,817万5千円
3億6,496万2千円

82.5%
98.5%

87.6%
95.2%無資力臨鉱ポンプ

2億1,487万5千円水道事業（収益的）
1億　821万7千円

2億2,207万2千円
1億　131万8千円

103.3%
93.6%

73.8%
86.5%後期高齢者医療

7,295万7千円 1,288万4千円 17.7% 65.3%水道事業（資本的）

11億8,731万7千円
3億5,301万1千円

1億5,862万4千円
9,356万1千円

4,762万8千円
9億1,945万0千円 6億2,249万0千円 67.7% 72.8%下 水 道 事 業 6億6,909万5千円

計
合　　　　計

一

　般

　会

　計

特
別
会
計

残　　高
8億2,442万6千円
9億9,481万6千円
3億2,510万2千円

354万5千円
701万8千円

1億8,098万4千円
1,415万4千円
1,557万9千円

6億3,800万2千円

112億8,613万6千円

財 政 調 整 基 金
減 債 基 金
ふ る さ と 振 興 基 金
ふ る さ と 応 援 基 金
過疎地域自立促進対策基金
地 域 福 祉 基 金
育 英 資 金 貸 付 基 金
スポーツ・文化振興基金
土 地 開 発 基 金

268万2千円国民健康保険給付費支払準備基金

580万0千円先進的ＩＣＴ利活用教育推進
事 業 整 備 基 金

1億　103万1千円地域の元気臨時交付金基金

81億7,299万7千円鉱害復旧施設維持管理基金

合　　　　計

特別
会計

歳　　入
収入済額

予算現額会　計　別
収入率 支出済額 執行率

歳　　出

◆無資力臨鉱ポンプ
　東古川排水施設においては中央操作盤の改修・外壁防水塗装、大西排水施設においてはエンジン冷却用の
　ウォータークーラーの設置、鳴江排水施設においては真空ポンプ更新を行いました。

◆水道事業
　平成25年度は岳・石原地区での下水道事業に伴う配水管移設工事・消火栓の設置を行いました。

◆下水道事業
　岳・仲町・浪花地区の管渠整備を行い、公共下水道の整備率は93.0％になりました。

平成26年3月末
町民一人あたり

112億8,613万6千円
117万0千円

平成26年3月末
町民一人あたり

100億9,044万5千円
104万6千円

　地方自治法第243条の3及び江北町財政状況の
公表に関する条例の規定に基づき公表します。

平成26年6月　　江北町長　田中源一

基金区分

※繰越分含む

※繰越分含む

※繰越分含む

30億4,164万4千円計 24億4,190万1千円 　80.3% 82.5%25億  923万6千円

一

　般

　会

　計

※町民一人あたりは平成26年3月末人口　9,649人で計算しています。

●町債とは？
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　児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひとり
親家庭等）の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、18歳に到達する
日以後の最初の3月31日までの間にある児童（中度以上の障害を有する場合は20歳未満）を監護・養育している
人に支給される手当です。

＜受給要件＞
　次のいずれかに該当する子どもについて、母、
父又は養育者等が監護等している場合に支給され
ます。
①父母が婚姻を解消した子ども
②父または母が死亡した子ども
③父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
④父または母が生死不明の子ども
⑤父または母が１年以上遺棄している子ども
⑥父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた子ども
⑦父または母が一年以上拘禁されている子ども
⑧婚姻によらないで生まれた子ども
⑨遺棄などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

＜支給制度＞
　支給要件に該当していても、次のいずれかに該当す
る場合手当は支給されません。

手当の額（月額） ＜支払月＞
区　　分 全部支給される者 一部支給される者

41,020円
5,000円加算

１人につき、3,000円加算

41,010円～9,680円児童１人の場合
児童２人以上の加算額
児童３人目以降
※受給資格者（ひとり親家庭の母や父など）が監護・養育する子どもの数や
　受給資格者の所得額により支給金額が異なります。

児童扶養手当　所得制限限度額表　　  　　　　　　　　単位：万円

扶養親族の数

0人 19 192
57 230
95 268

236
274
312

全部支給 一部支給
本人 配偶者及び扶養義務者

孤児等の養育者

1人
2人

※扶養親族３人以上は、上記に380,000円ずつ加算

毎年 4月、8月、12月（年３回）の各月 11日に、それ
ぞれ前月分までの手当を、指定金融機関への振込み
により支給します。

児童扶養手当を受給されている方は、毎年８月１日
において、引き続き手当を受ける要件があるかどう
かを確認するための届として、“現況届”を提出しな
ければなりません。毎年７月下旬頃に対象者へ現況
届の提出依頼の文書を配布しますので、必要事項を
記載いただき、福祉課窓口でお手続きください。
※この現況届を提出しない場合、8 月以降の手当が

受けられなくなりますのでご注意下さい。

　児童扶養手当同様、ひとり親家庭医療費助成を受けら
れている方は、毎年８月１日において、引き続き助成を受
ける要件があるかどうかを確認するための届として、「更
新申請書」を提出しなければなりません。毎年７月下旬頃
に対象者へ更新申請書の提出依頼の文書を配布しますの
で、必要事項を記載いただき、福祉課窓口でお手続きくだ
さい。
※この更新手続きをしない場合、9 月以降の医療費助成

が受けられなくなりますのでご注意下さい。

　母子家庭の母、父子家庭の父およびその養育する児童、父
母のいない児童、ひとり暮らしの寡婦で所得が一定基準（児
童扶養手当の所得制限限度額と同じ）を超えない世帯。
☆母子家庭の母、父子家庭の父……20歳未満の児童を養育し
　　　　　　　　　　　　　　　　ている者
☆児童……18歳に達した日の属する年度の末日までの間にあ
　　　　　る者
☆ひとり暮らしの寡婦……75歳未満、健康保険被保険者本人

児童扶養手当制度について

　母子家庭の母、父子家庭の父および児童等が、健康保険により病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療
費の自己負担金の一部を助成します。

ひとり親家庭等医療費助成について

＜助成対象＞

各種手当・助成制度のお知らせ福祉課から

①請求者及び生計を同じくしている家族の方（父母兄弟等）
の前年分所得が一定額（下表）以上であるとき。
②児童が児童福祉施設に入所したとき。（母子生活支援施
設を除く。）
③請求者および児童が公的年金（老齢福祉年金を除く）を
受けることができるとき。
④児童が父に支給される公的年金の額の加算対象となって
いるとき。
⑤平成 15 年 4 月 1 日時点において、支給要件に該当して
から５年以上を経過している場合。

　介護保険の財源は、介護保険料と公費で半分ずつ負担しており、社会全体で制度を支えるしく
みになっています。介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを受けられるよう
に、保険料は必ず納めましょう。

　65歳以上の方の平成26年度介護保険料は、住民税の課税状況や本人の前年分所得に応じて決
まります。平成26年度介護保険料の額は、郵送される納入通知書をご確認ください。　
※平成26年度中６月以降に65歳の誕生日を迎える人には、誕生月の翌月の中旬に納入通知書
　を郵送します。

介護保険料は大切な財源です。
納付にご理解をお願いします！

○ 問合せ先　杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所　☎0954－69－8222
　　　　　注（電話をおかけになるときは、市外局番(0954)からダイヤルしてください。）　
　　　　 　　江北町役場福祉課介護保険係　　　　　　　　☎0952－86－5614　　　
○ 杵藤地区介護保険事務所のホームページ　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

普通徴収（納付書払）は６月中旬、特別徴収（年金天引き）は８月上旬に納入通知書を郵送します

介護保険料（普通徴収）の納期及び納期限と口座振替日のお知らせ

介護保険料は必ず納期限内に納めましょう。

納期（納付月） 納付書払いの納期限 口座振替の引落し日
１期（　６月）
２期（　７月）
３期（　８月）
４期（　９月）
５期（１０月）
６期（１１月）
７期（１２月）
８期（　１月）
９期（　２月）
10期（　３月）

平成26年  6月 30日（月）
平成26年  7月 31日（木）
平成26年  9月   1日（月）
平成26年  9月 30日（火）
平成26年10月 31日（金）
平成26年12月   1日（月）
平成26年12月 26日（金）
平成27年  2月   2日（月）
平成27年  3月   2日（月）
平成27年  3月 31日（火）

平成26年  6月30日（月）
平成26年  7月31日（木）
平成26年  8月29日（金）
平成26年  9月30日（火）
平成26年10月31日（金）
平成26年11月28日（金）
平成26年12月26日（金）
平成27年  1月30日（金）
平成27年  2月27日（金）
平成27年  3月31日（火）

年金が年額１８万円以上の人 ⇒　特別徴収（年金天引き）となります。
年金の定期払い（年６回）の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金なども含めて特別徴収の対象となります。

年金が年額１８万円未満の人 ⇒　普通徴収（納付書払い）となります。
送付される納付書の裏面に記載された金融機関やコンビニエンスストアで介護保険料
を納めます。

　保険料を納め忘れてしまわないために、簡単で便利な口座振替をおすすめします。
一度手続きをすると、　翌年度以降も自動的に振替が継続されます。
口座振替を希望される方は金融機関にてお申込みください。

 保険料の納付は口座振替が便利です

みん
なの あんしん

介護保険介護保険
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　児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひとり
親家庭等）の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、18歳に到達する
日以後の最初の3月31日までの間にある児童（中度以上の障害を有する場合は20歳未満）を監護・養育している
人に支給される手当です。

＜受給要件＞
　次のいずれかに該当する子どもについて、母、
父又は養育者等が監護等している場合に支給され
ます。
①父母が婚姻を解消した子ども
②父または母が死亡した子ども
③父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
④父または母が生死不明の子ども
⑤父または母が１年以上遺棄している子ども
⑥父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた子ども
⑦父または母が一年以上拘禁されている子ども
⑧婚姻によらないで生まれた子ども
⑨遺棄などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

＜支給制度＞
　支給要件に該当していても、次のいずれかに該当す
る場合手当は支給されません。

手当の額（月額） ＜支払月＞
区　　分 全部支給される者 一部支給される者

41,020円
5,000円加算

１人につき、3,000円加算

41,010円～9,680円児童１人の場合
児童２人以上の加算額
児童３人目以降
※受給資格者（ひとり親家庭の母や父など）が監護・養育する子どもの数や
　受給資格者の所得額により支給金額が異なります。

児童扶養手当　所得制限限度額表　　  　　　　　　　　単位：万円

扶養親族の数

0人 19 192
57 230
95 268

236
274
312

全部支給 一部支給
本人 配偶者及び扶養義務者

孤児等の養育者

1人
2人

※扶養親族３人以上は、上記に380,000円ずつ加算

毎年 4月、8月、12月（年３回）の各月 11日に、それ
ぞれ前月分までの手当を、指定金融機関への振込み
により支給します。

児童扶養手当を受給されている方は、毎年８月１日
において、引き続き手当を受ける要件があるかどう
かを確認するための届として、“現況届”を提出しな
ければなりません。毎年７月下旬頃に対象者へ現況
届の提出依頼の文書を配布しますので、必要事項を
記載いただき、福祉課窓口でお手続きください。
※この現況届を提出しない場合、8 月以降の手当が

受けられなくなりますのでご注意下さい。

　児童扶養手当同様、ひとり親家庭医療費助成を受けら
れている方は、毎年８月１日において、引き続き助成を受
ける要件があるかどうかを確認するための届として、「更
新申請書」を提出しなければなりません。毎年７月下旬頃
に対象者へ更新申請書の提出依頼の文書を配布しますの
で、必要事項を記載いただき、福祉課窓口でお手続きくだ
さい。
※この更新手続きをしない場合、9 月以降の医療費助成

が受けられなくなりますのでご注意下さい。

　母子家庭の母、父子家庭の父およびその養育する児童、父
母のいない児童、ひとり暮らしの寡婦で所得が一定基準（児
童扶養手当の所得制限限度額と同じ）を超えない世帯。
☆母子家庭の母、父子家庭の父……20歳未満の児童を養育し
　　　　　　　　　　　　　　　　ている者
☆児童……18歳に達した日の属する年度の末日までの間にあ
　　　　　る者
☆ひとり暮らしの寡婦……75歳未満、健康保険被保険者本人

児童扶養手当制度について

　母子家庭の母、父子家庭の父および児童等が、健康保険により病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療
費の自己負担金の一部を助成します。

ひとり親家庭等医療費助成について

＜助成対象＞

各種手当・助成制度のお知らせ福祉課から

①請求者及び生計を同じくしている家族の方（父母兄弟等）
の前年分所得が一定額（下表）以上であるとき。
②児童が児童福祉施設に入所したとき。（母子生活支援施
設を除く。）
③請求者および児童が公的年金（老齢福祉年金を除く）を
受けることができるとき。
④児童が父に支給される公的年金の額の加算対象となって
いるとき。
⑤平成 15 年 4 月 1 日時点において、支給要件に該当して
から５年以上を経過している場合。
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　小学校就学前の子ども（現物給付）及び小学生以上中学校卒業までの児童生徒（償還払い）について、
保険診療の対象となった医療費の一部負担金を助成しています。

生まれた日の翌月から15歳到達の最初の年度末までの間にある児童（中学校第３学年修了前）
を養育している人に支給されます。

手当の支給は、認定請求した日の属する翌月分から開始し、支給事由の消滅した日の属する
月分までで終わります。なお原則として、毎年２月、６月、10 月の各 15 日（休日の場合そ
の前日）にそれぞれの前月分までが支給されます。

手当の受給者は、毎年６月１日において、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認
するための届として、“現況届”を提出しなければなりません。
なお、現況届については、毎年６月上旬頃に対象者へ現況届の提出依頼の文書を配布します
ので必要事項を記載いただいた後、福祉課窓口で手続きをお願いします。
※この現況届を提出しないと６月以降の手当が受けられない場合もありますのでご注意下さい。

　佐賀県内の保険医療機関等（下記の県外の保険医療機関を含む。）で、保険診療の対象となった医療
費の一部負担金を支払う場合、１医療機関あたり、次の額が本人負担額となります。

①「子どもの医療費受給資格証 ( 桃色 )」は子どもの医療費の助成を受けることができることを示す証です。
転入などで資格証の交付を受けておられない方は、印鑑と健康保険証をご持参のうえ、お早めに役場・福
祉課にてお手続きください。（即時発行できます。）

②子どもが医療機関等で治療を受ける場合は、被保険者証とともに資格証を提示してください。提示がない
と助成が受けられず一部負担金（２割）を請求されることになります。

③子どもの住所・氏名・加入医療保険又はその内容に変更があった場合は、江北町福祉課で変更の手続きを
してください。

④助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、受給資格証を速やかに福祉課に返納し
てください。

⑤医療費のうちに医療保険の給付対象とならないもの（健康診断・差額ベッド代・容器代・オムツ代等）に
ついては、全額自己負担となります。

0 人
扶養親族等の数 請求者

1 人
2 人
3 人

497.6
535.6
573.6

配偶者及び扶養義務者
628.7
653.6
674.9
696.2

扶養親族等の数

0 人 ６２２ ８３３.３

６６０ ８７５.６

６９８ ９１７.８

所得額 収入額

1 人

2 人

７３６ ９６０3 人

＜手当の額（月額）＞
１級該当児童１人につき　　４９，９００円
２級該当児童１人につき　　３３，２３０円

＜支払月＞
毎年 4 月、8 月、11 月（年３回）の各月 11 日
に、指定金融機関への振り込みにより手当が
支給されます。

　精神又は身体に中度以上の障害を有する児童（20歳未満）の父もしくは母、または父母にかわって児童
を養育している人に対し支給される手当です。手当は、児童が20歳に達した日の属する月の末日まで支給
されます｡

＜支給制度＞
　特別児童扶養手当を請求する人、請求者と生計を同じくする扶養義務者（父母兄弟等）の所得
額が一定の額以上である場合、または障害のある児童が公的年金を受けられる場合、または児童
が児童福祉施設に入所している場合などには支給されません。

児童手当制度について

子どもの医療費助成について
　障がいのあるお子さんを養育されている方へお知らせです｡

特別児童扶養手当について

（お問い合わせ）江北町役場　福祉課　☎８６－５６１４

【出生～小学校就学前までの医療費助成】・・・現物給付方式

　平成２４年４月から小学生・中学生の医療費の助成を始めました。
【小・中学生の医療費助成】・・・償還払い方式

◎通院の場合
　１医療機関あたり１回上限５００円までの月２回までを自己負担で、あとの医療費を助成します。

◎入院の場合
　１医療機関あたり月上限１，０００円までを自己負担で、あとの医療費を助成します。
★（県外の保険医療機関）・久留米大学病院　・社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院
　　　　　　　　　　　　・佐世保市立総合病院　・福岡市立こども病院　感染症センター
　　　　　　　　　　　　・国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

★上記以外の県外医療機関や県外薬局で受診した場合は、医療機関や薬局の窓口で一部負担金（２割）
　を支払った後、役場で医療費助成金（償還払い）の申請手続きをしてください。

★全疾病対象。医療機関や薬局の窓口で一部負担金（３割）を支払った後、役場で医療費助成金
　（償還払い）の申請手続きをしてください。

※ 同じ医療機関の場合、月３回目の受診からは無料です。
※ 実際の支払いが５００円未満でも、それを１回と数えます。

【申請手続】　①子どもの医療費助成申請書（役場福祉課の窓口に備え付け）
　　　　　　　②領収書（子どもの氏名・診療総点数・診療月・金額が明記されているもの）

【申請手続】　①子どもの医療費助成申請書（役場福祉課の窓口に備え付け）
　　　　　　　②領収書（子どもの氏名・診療総点数・診療月・金額が明記されているもの）

子どもの医療費受給資格証について

（注２）扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族
（施設入所等児童を除く。）

　　　　並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計
を維持したものをいう。

（注３）平成24年6月1日より所得制限限度額を適用
（注４）所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族が

ある者についての限度額（所得額ベース）は、左記の額に当
該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき６万円を加
算した額。

（注５）扶養親族等の数が3人以上の場合の限度額（所得額ベース）
は、1人につき38万円を加算した額。（扶養親族等が老人控除
対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した
額。）

支給対象

手当月額

手当の支給

所得制限

現況届

○３歳未満：　　　　　　　　　　　　　　　　一律　１５，０００円
○３歳以上で小学校修了前：　　　第１子、第２子　　１０，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　第３子以降　　　　１５，０００円
○中学校修了前（中学生）：　　　　　　　　　一律　１０，０００円
○所得制限者（当分の間の特例給付）：　　　　一律　　５，０００円

平成24年６月分から所得制限が設けられています。※下記を参照してください。

459.6

（注１）実際の適用は所得額で行う。

※上記領収書を添付できない場合は、申請書に医療機関の証明が必要です。

※上記領収書を添付できない場合は、申請書に医療機関の証明が必要です。

特別児童扶養手当　所得制限限度額　　　　　　単位：万円

児童手当　所得制限限度額表 　単位：万円
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　小学校就学前の子ども（現物給付）及び小学生以上中学校卒業までの児童生徒（償還払い）について、
保険診療の対象となった医療費の一部負担金を助成しています。

生まれた日の翌月から15歳到達の最初の年度末までの間にある児童（中学校第３学年修了前）
を養育している人に支給されます。

手当の支給は、認定請求した日の属する翌月分から開始し、支給事由の消滅した日の属する
月分までで終わります。なお原則として、毎年２月、６月、10 月の各 15 日（休日の場合そ
の前日）にそれぞれの前月分までが支給されます。

手当の受給者は、毎年６月１日において、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認
するための届として、“現況届”を提出しなければなりません。
なお、現況届については、毎年６月上旬頃に対象者へ現況届の提出依頼の文書を配布します
ので必要事項を記載いただいた後、福祉課窓口で手続きをお願いします。
※この現況届を提出しないと６月以降の手当が受けられない場合もありますのでご注意下さい。

　佐賀県内の保険医療機関等（下記の県外の保険医療機関を含む。）で、保険診療の対象となった医療
費の一部負担金を支払う場合、１医療機関あたり、次の額が本人負担額となります。

①「子どもの医療費受給資格証 ( 桃色 )」は子どもの医療費の助成を受けることができることを示す証です。
転入などで資格証の交付を受けておられない方は、印鑑と健康保険証をご持参のうえ、お早めに役場・福
祉課にてお手続きください。（即時発行できます。）

②子どもが医療機関等で治療を受ける場合は、被保険者証とともに資格証を提示してください。提示がない
と助成が受けられず一部負担金（２割）を請求されることになります。

③子どもの住所・氏名・加入医療保険又はその内容に変更があった場合は、江北町福祉課で変更の手続きを
してください。

④助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、受給資格証を速やかに福祉課に返納し
てください。

⑤医療費のうちに医療保険の給付対象とならないもの（健康診断・差額ベッド代・容器代・オムツ代等）に
ついては、全額自己負担となります。

0 人
扶養親族等の数 請求者

1 人
2 人
3 人

497.6
535.6
573.6

配偶者及び扶養義務者
628.7
653.6
674.9
696.2

扶養親族等の数

0 人 ６２２ ８３３.３

６６０ ８７５.６

６９８ ９１７.８

所得額 収入額

1 人

2 人

７３６ ９６０3 人

＜手当の額（月額）＞
１級該当児童１人につき　　４９，９００円
２級該当児童１人につき　　３３，２３０円

＜支払月＞
毎年 4 月、8 月、11 月（年３回）の各月 11 日
に、指定金融機関への振り込みにより手当が
支給されます。

　精神又は身体に中度以上の障害を有する児童（20歳未満）の父もしくは母、または父母にかわって児童
を養育している人に対し支給される手当です。手当は、児童が20歳に達した日の属する月の末日まで支給
されます｡

＜支給制度＞
　特別児童扶養手当を請求する人、請求者と生計を同じくする扶養義務者（父母兄弟等）の所得
額が一定の額以上である場合、または障害のある児童が公的年金を受けられる場合、または児童
が児童福祉施設に入所している場合などには支給されません。

児童手当制度について

子どもの医療費助成について
　障がいのあるお子さんを養育されている方へお知らせです｡

特別児童扶養手当について

（お問い合わせ）江北町役場　福祉課　☎８６－５６１４

【出生～小学校就学前までの医療費助成】・・・現物給付方式

　平成２４年４月から小学生・中学生の医療費の助成を始めました。
【小・中学生の医療費助成】・・・償還払い方式

◎通院の場合
　１医療機関あたり１回上限５００円までの月２回までを自己負担で、あとの医療費を助成します。

◎入院の場合
　１医療機関あたり月上限１，０００円までを自己負担で、あとの医療費を助成します。
★（県外の保険医療機関）・久留米大学病院　・社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院
　　　　　　　　　　　　・佐世保市立総合病院　・福岡市立こども病院　感染症センター
　　　　　　　　　　　　・国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

★上記以外の県外医療機関や県外薬局で受診した場合は、医療機関や薬局の窓口で一部負担金（２割）
　を支払った後、役場で医療費助成金（償還払い）の申請手続きをしてください。

★全疾病対象。医療機関や薬局の窓口で一部負担金（３割）を支払った後、役場で医療費助成金
　（償還払い）の申請手続きをしてください。

※ 同じ医療機関の場合、月３回目の受診からは無料です。
※ 実際の支払いが５００円未満でも、それを１回と数えます。

【申請手続】　①子どもの医療費助成申請書（役場福祉課の窓口に備え付け）
　　　　　　　②領収書（子どもの氏名・診療総点数・診療月・金額が明記されているもの）

【申請手続】　①子どもの医療費助成申請書（役場福祉課の窓口に備え付け）
　　　　　　　②領収書（子どもの氏名・診療総点数・診療月・金額が明記されているもの）

子どもの医療費受給資格証について

（注２）扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族
（施設入所等児童を除く。）

　　　　並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計
を維持したものをいう。

（注３）平成24年6月1日より所得制限限度額を適用
（注４）所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族が

ある者についての限度額（所得額ベース）は、左記の額に当
該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき６万円を加
算した額。

（注５）扶養親族等の数が3人以上の場合の限度額（所得額ベース）
は、1人につき38万円を加算した額。（扶養親族等が老人控除
対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した
額。）

支給対象

手当月額

手当の支給

所得制限

現況届

○３歳未満：　　　　　　　　　　　　　　　　一律　１５，０００円
○３歳以上で小学校修了前：　　　第１子、第２子　　１０，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　第３子以降　　　　１５，０００円
○中学校修了前（中学生）：　　　　　　　　　一律　１０，０００円
○所得制限者（当分の間の特例給付）：　　　　一律　　５，０００円

平成24年６月分から所得制限が設けられています。※下記を参照してください。

459.6

（注１）実際の適用は所得額で行う。

※上記領収書を添付できない場合は、申請書に医療機関の証明が必要です。

※上記領収書を添付できない場合は、申請書に医療機関の証明が必要です。

特別児童扶養手当　所得制限限度額　　　　　　単位：万円

児童手当　所得制限限度額表 　単位：万円
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お知らせします。
２つの給付金。

臨 時 福 祉
給  付  金

所得の低い方の負担を緩和します。

子 育 て 世 帯
臨時特例給付金

子育て世帯の負担を緩和します。

消費税率の引上げに際し、所得の
低い方々への負担の影響に鑑み、
暫定的・臨時的な措置として実施
します。

消費税率の引上げに際し、子育て
世帯への影響を緩和するとともに、
子育て世帯の消費の下支えをはか
る観点から、臨時的な給付措置と
して実施します。

低所得世帯
対象者

中所得世帯

高齢者世帯

子どもがみんな
高校生以上の世帯

単
身
世
帯

フ
リ
ー
タ
ー

対象者

中学生以下の子がいる世帯
（子育て世帯）

注）受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。

〈イメージ〉

基準日は平成26年1月1日になります。

※受給資格の有無を確認したい方は、
　次ページをご覧ください。

※平成27年10月から消費税率を10％に引き上げることが税制抜本改革法に定められていますが、改めて経済状況等を
　総合的に勘案した検討をおこないます。

社会保障制度を財政的にも仕組み的にも安定させることで、誰もが安心して利用できる
ようにするための改革です。

この消費税率の引上げによる反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに、
その後の経済成長力の底上げと好循環の実現をはかり持続的な経済成長につなげるため、
「経済政策パッケージ」を決定しました。その一環として２つの給付金を支給します。

●「社会保障と税の一体改革」とは

○ 平成26年4月から消費税率は8％になりました。※
○ 引上げ分は、すべて子育て、医療・介護、年金を充実・安定化するために使います。

対象者診断チャート

Ｑ

A

自分が住民税が課税されているかどうか、どうすれば分かりますか？
例えば、
　・ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合
　・介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」で７段階以上となっている場合
　・ご自身の給与や年金の収入が次ページの表１の非課税限度額以上の場合
には、基本的に住民税が課税されています。

Ｑ

A

基準日（平成26年1月1日）の翌日以降に引っ越した場合の給付金
の受取はどうなりますか？
今回の２つの給付金は基準日（平成26年1月1日）時点で住民票のある市区町村から給付金が
支給されます。具体的な申請期間や手続については、基準日時点でお住まいの市区町村にお問
い合わせください。

Ｑ

A

基準日（平成26年1月1日）以降に生まれた方や亡くなられた方は
給付金の対象になりますか。
［臨時福祉給付金］
基準日（平成26年1月1日）に生まれた方は給付金の対象になりますが、基準日の翌日以降に
生まれた方は対象となりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた
方も、臨時福祉給付金の対象にはなりません。
［子育て世帯臨時特例給付金］
基準日に生まれた児童は対象児童となりますが、基準日の翌日以降に生まれた児童は対象児童
となりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた対象児童も子育て
世帯臨時特例給付金の対象児童にはなりません。

※当チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。ご不明な点は江北町役場または厚生労働省までお問い合わせください。

生活保護を
受けていま
すか。

対象ではありません。

※保護基準の改定で消費税
　の負担に対応します。

対象ではありません。

25年の
所得は制限額以上ですか。

26年1月分の児童手当等を受給し
ていますか。
（中学生以下の児童がいますか。）

26年度分の
住民税は課
税されてい
ますか。

26年度分の
住民税が課税
されている方
に生活の面倒
を見てもらっ
ていますか。

加算対象の
基礎年金・児
童扶養手当等
を受給してい
ますか。

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります。
（1万円）

臨 時 福 祉

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります。
(加算を含む１万５
千円)

臨 時 福 祉

子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者
となる可能性があり
ます。

子育て世帯

いいえ

はい
はい

はい
はい

はい

はい

いいえ いいえ いいえ

いいえ

いいえ

次ページの表１や
下記のQ&Aを参照
してください。

次ページの
表2を参照して
ください。
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お知らせします。
２つの給付金。

臨 時 福 祉
給  付  金

所得の低い方の負担を緩和します。

子 育 て 世 帯
臨時特例給付金

子育て世帯の負担を緩和します。

消費税率の引上げに際し、所得の
低い方々への負担の影響に鑑み、
暫定的・臨時的な措置として実施
します。

消費税率の引上げに際し、子育て
世帯への影響を緩和するとともに、
子育て世帯の消費の下支えをはか
る観点から、臨時的な給付措置と
して実施します。

低所得世帯
対象者

中所得世帯

高齢者世帯

子どもがみんな
高校生以上の世帯

単
身
世
帯

フ
リ
ー
タ
ー

対象者

中学生以下の子がいる世帯
（子育て世帯）

注）受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。

〈イメージ〉

基準日は平成26年1月1日になります。

※受給資格の有無を確認したい方は、
　次ページをご覧ください。

※平成27年10月から消費税率を10％に引き上げることが税制抜本改革法に定められていますが、改めて経済状況等を
　総合的に勘案した検討をおこないます。

社会保障制度を財政的にも仕組み的にも安定させることで、誰もが安心して利用できる
ようにするための改革です。

この消費税率の引上げによる反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに、
その後の経済成長力の底上げと好循環の実現をはかり持続的な経済成長につなげるため、
「経済政策パッケージ」を決定しました。その一環として２つの給付金を支給します。

●「社会保障と税の一体改革」とは

○ 平成26年4月から消費税率は8％になりました。※
○ 引上げ分は、すべて子育て、医療・介護、年金を充実・安定化するために使います。

対象者診断チャート

Ｑ

A

自分が住民税が課税されているかどうか、どうすれば分かりますか？
例えば、
　・ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合
　・介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」で７段階以上となっている場合
　・ご自身の給与や年金の収入が次ページの表１の非課税限度額以上の場合
には、基本的に住民税が課税されています。

Ｑ

A

基準日（平成26年1月1日）の翌日以降に引っ越した場合の給付金
の受取はどうなりますか？
今回の２つの給付金は基準日（平成26年1月1日）時点で住民票のある市区町村から給付金が
支給されます。具体的な申請期間や手続については、基準日時点でお住まいの市区町村にお問
い合わせください。

Ｑ

A

基準日（平成26年1月1日）以降に生まれた方や亡くなられた方は
給付金の対象になりますか。
［臨時福祉給付金］
基準日（平成26年1月1日）に生まれた方は給付金の対象になりますが、基準日の翌日以降に
生まれた方は対象となりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた
方も、臨時福祉給付金の対象にはなりません。
［子育て世帯臨時特例給付金］
基準日に生まれた児童は対象児童となりますが、基準日の翌日以降に生まれた児童は対象児童
となりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた対象児童も子育て
世帯臨時特例給付金の対象児童にはなりません。

※当チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。ご不明な点は江北町役場または厚生労働省までお問い合わせください。

生活保護を
受けていま
すか。

対象ではありません。

※保護基準の改定で消費税
　の負担に対応します。

対象ではありません。

25年の
所得は制限額以上ですか。

26年1月分の児童手当等を受給し
ていますか。
（中学生以下の児童がいますか。）

26年度分の
住民税は課
税されてい
ますか。

26年度分の
住民税が課税
されている方
に生活の面倒
を見てもらっ
ていますか。

加算対象の
基礎年金・児
童扶養手当等
を受給してい
ますか。

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります。
（1万円）

臨 時 福 祉

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります。
(加算を含む１万５
千円)

臨 時 福 祉

子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者
となる可能性があり
ます。

子育て世帯

いいえ

はい
はい

はい
はい

はい

はい

いいえ いいえ いいえ

いいえ

いいえ

次ページの表１や
下記のQ&Aを参照
してください。

次ページの
表2を参照して
ください。
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臨時福祉給付金申請方法

給付金の受取方法

※１ 平成 26 年３月分の受給権があり、４月分または５月分の年金の支払いがある方が対象です。
※２ 平成 26 年１月分の手当等を受給している方が対象です。

※生活保護基準の１級地（東京都 23 区等）における非課税限度額。

 ※特例給付とは、所得が高額な方について、児童１人当たり月額 5,000 円を支給しているものです。

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者※１

・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など※２

● 支給対象者● 支給対象者

● 原則として、申請書に記載した指定口座に入金されます。

ご注意
● 受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。
● 原則として、申請期間外の申請や平成 26 年１月１日時点で江北町に住民票がない方の申請
　 は受け付けられませんのでご注意ください。

● 申請期間などは、各市区町村により異なります。江北町以外が申請先となる方は、事前に
　 その市区町村に問い合わせるか、ホームページなどで確認するようにしてください。
● 老齢基礎年金など、臨時福祉給付金の加算対象の年金・手当等の裁定等の請求が可能で、
 　まだ行っていない方は、平成 26 年 9 月 30 日までに裁定等の請求を行っていただく必要
 　があります。

：　江北町役場　福祉課　「臨時福祉給付金」窓口
　　　　　　　　福祉課　「子育て世帯臨時特例給付金」窓口
平成26年１月１日時点で住民票が江北町にある方が対象です。

● 申請期間

● 提出書類  

：　平成26年７月１日（火）～ １０月１日（水）

申請書　・・・・→　６月末までに対象となる方へ郵送します。

支 給 要 件

子育て世帯臨時特例給付金 支 給 要 件

・平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。

● 支給対象者
次のどちらの要件も満たす方が対象です。
　①平成26年１月分の児童手当・特例給付※を受給
　②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満（表２の限度額目安未満かどうか）

● 支給額

表 1

・１人につき　10,000円
・下記の《加算対象者》は１人につき　５,000円　 を加算

● 支給額
対象児童１人につき　 10,000円

ただし、

【住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）】

表 2【児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）】

は除きます。・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
・生活保護の受給者である場合　 など 

● 対象児童
支給対象者の平成26年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童

ただし、 は除きます。・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
・生活保護の受給者となっている児童　など   

《加算対象者》

（給与所得者）

区分

単身
夫婦

夫婦子１人
夫婦子２人

100万円
156万円

205.7万円
255.7万円

非課税限度額※

（給与収入ベース）

子１人（１人）
夫婦子１人（２人）
夫婦子２人（３人）

875.6万円
917.8万円
960万円

限度額目安
（給与収入ベース）

区分
（扶養親族等の数）

（公的年金等受給者）

区分

65歳以上
65歳未満
65歳以上
65歳未満

155万円
105万円
211万円

171.3万円

非課税限度額※

（年金収入ベース）

単
身

夫
婦

※公務員の方への申請書の送付は行いません。所属長等の証明書をご持参のうえ期間内に申請してください。

※「子育て世帯臨時特例給付金」：児童手当の受取口座を指定する場合は、これらの確認書類は不要です。

  ※金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることができます。

・本人確認書類をご持参ください。
　　住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写しなど

・念のため印鑑（認め印）をご持参ください。

・指定した口座が確認できる書類をご持参ください。
　　金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわかる通帳やキャッシュカードの写し

● 申請方法に関するお問い合わせ
　　「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」窓口

● 制度に関するお問い合わせ 
　　　厚生労働省　　 ２つの給付金に関する専用ダイヤル：0 5 7 0 ( 0 3 7 )1 9 2

※一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票がない方については、平成26年1月２日以降であっても江北
町で住民票の手続を行えば申請を行うことができます。

※DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市区町村から住民票を移さずに江北町にお住まいの方につ
いては、江北町で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。

江北町役場　福祉課　 電話：０９５２( ８６ ) ５６１４

み　な いいきゅうふ

問い合わせ先
※前ページの加算対象者の要件に関する説明部分もお読みください。

｢臨時福祉給付金｣（簡素な給付措置） や｢子育て世帯臨時特例給付金｣ の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、
迷わず、お住まいの市町村や最寄りの警察署（または警察相談専用電話 (♯9110)）に御連絡ください。 ☎
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臨時福祉給付金申請方法

給付金の受取方法

※１ 平成 26 年３月分の受給権があり、４月分または５月分の年金の支払いがある方が対象です。
※２ 平成 26 年１月分の手当等を受給している方が対象です。

※生活保護基準の１級地（東京都 23 区等）における非課税限度額。

 ※特例給付とは、所得が高額な方について、児童１人当たり月額 5,000 円を支給しているものです。

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者※１

・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など※２

● 支給対象者● 支給対象者

● 原則として、申請書に記載した指定口座に入金されます。

ご注意
● 受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。
● 原則として、申請期間外の申請や平成 26 年１月１日時点で江北町に住民票がない方の申請
　 は受け付けられませんのでご注意ください。

● 申請期間などは、各市区町村により異なります。江北町以外が申請先となる方は、事前に
　 その市区町村に問い合わせるか、ホームページなどで確認するようにしてください。
● 老齢基礎年金など、臨時福祉給付金の加算対象の年金・手当等の裁定等の請求が可能で、
 　まだ行っていない方は、平成 26 年 9 月 30 日までに裁定等の請求を行っていただく必要
 　があります。

：　江北町役場　福祉課　「臨時福祉給付金」窓口
　　　　　　　　福祉課　「子育て世帯臨時特例給付金」窓口
平成26年１月１日時点で住民票が江北町にある方が対象です。

● 申請期間

● 提出書類  

：　平成26年７月１日（火）～ １０月１日（水）

申請書　・・・・→　６月末までに対象となる方へ郵送します。

支 給 要 件

子育て世帯臨時特例給付金 支 給 要 件

・平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。

● 支給対象者
次のどちらの要件も満たす方が対象です。
　①平成26年１月分の児童手当・特例給付※を受給
　②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満（表２の限度額目安未満かどうか）

● 支給額

表 1

・１人につき　10,000円
・下記の《加算対象者》は１人につき　５,000円　 を加算

● 支給額
対象児童１人につき　 10,000円

ただし、

【住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）】

表 2【児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）】

は除きます。・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
・生活保護の受給者である場合　 など 

● 対象児童
支給対象者の平成26年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童

ただし、 は除きます。・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
・生活保護の受給者となっている児童　など   

《加算対象者》

（給与所得者）

区分

単身
夫婦

夫婦子１人
夫婦子２人

100万円
156万円

205.7万円
255.7万円

非課税限度額※

（給与収入ベース）

子１人（１人）
夫婦子１人（２人）
夫婦子２人（３人）

875.6万円
917.8万円
960万円

限度額目安
（給与収入ベース）

区分
（扶養親族等の数）

（公的年金等受給者）

区分

65歳以上
65歳未満
65歳以上
65歳未満

155万円
105万円
211万円

171.3万円

非課税限度額※

（年金収入ベース）

単
身

夫
婦

※公務員の方への申請書の送付は行いません。所属長等の証明書をご持参のうえ期間内に申請してください。

※「子育て世帯臨時特例給付金」：児童手当の受取口座を指定する場合は、これらの確認書類は不要です。

  ※金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることができます。

・本人確認書類をご持参ください。
　　住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写しなど

・念のため印鑑（認め印）をご持参ください。

・指定した口座が確認できる書類をご持参ください。
　　金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわかる通帳やキャッシュカードの写し

● 申請方法に関するお問い合わせ
　　「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」窓口

● 制度に関するお問い合わせ 
　　　厚生労働省　　 ２つの給付金に関する専用ダイヤル：0 5 7 0 ( 0 3 7 )1 9 2

※一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票がない方については、平成26年1月２日以降であっても江北
町で住民票の手続を行えば申請を行うことができます。

※DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市区町村から住民票を移さずに江北町にお住まいの方につ
いては、江北町で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。

江北町役場　福祉課　 電話：０９５２( ８６ ) ５６１４

み　な いいきゅうふ

問い合わせ先
※前ページの加算対象者の要件に関する説明部分もお読みください。

｢臨時福祉給付金｣（簡素な給付措置） や｢子育て世帯臨時特例給付金｣ の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、
迷わず、お住まいの市町村や最寄りの警察署（または警察相談専用電話 (♯9110)）に御連絡ください。 ☎
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排水設備工事及び水洗便所改造工事
資金助成制度について 

　町では、平成 26 年 4 月より下水道の普及促進を図るため、自己資金で水洗トイ
レに改造された方や排水設備を設置する方に、江北町下水道接続推進費補助金を交
付します。

（補助対象工事）
　補助金の対象となる工事は、平成 31 年 3 月末までに下水道への接続を行う工事等で一
般住宅（店舗兼住宅を含む。）のくみ取り便所を水洗便所に改造するための工事、既設浄化
槽を撤去して下水道への接続工事及びその排水設備工事となります。
（補助金の額）
　補助金の額は、上記に該当する工事費の 3％（10 円未満切捨て）の補助をします。
　なお、補助金の額が 3 万円を超える場合は、3 万円を限度額とします。
（補助金の手続き）

☆供用が開始された地域の方は、下水道法により３年以内の接続が義務付けられています。
　まだ接続されていないご家庭は早期接続をお願いします。
☆水道水を農業用水や畜産関係など大量に使用する場合は、子メーターを設置し下水道使用
　料を減量することができます。この場合、メーター器など設置工事（10 万円程度）は使用
　者負担で指定業者に設置していただくことになります。

①工事依頼・申込

②見積り・契約

③計画確認申請と同時に補助金交付申請

④補助金決定通知

⑤工事着手

⑥工事完了届実績報告

⑦工事完了検査

⑧工事代金支払い

⑨補助金交付請求

⑩補助金交付

町
民
・
申
請
者

指
定
工
事
業
者

役場環境課

①

⑧

④ ③ ⑥ ⑦⑩ ⑨

②
⑤

◎お問合わせ
　江北町役場　環境下水道係　☎０９５２－８６－５６２４
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　平成 26 年 7 月 1 日に、２つの統計調査が実施されます。

　「経済センサス―基礎調査」は、町内のすべての企業及び事業所が対象で、「商業統計調査」

はその中で商業を営んでいる事業所が対象です。これらの調査の結果は、日本経済の実態

を明らかにするだけでなく、行政機関の各種施策や他の統計調査への足掛かりとなります。

　6月中旬～下旬にかけて、統計調査員が訪問し、調査票を配布します。平成26年7月1日
時点でご記入ください。記入いただいた調査票は、再度調査員が訪問し回収いたします。

お問い合わせ　江北町役場総務企画課商工情報係　8 6 - 5 6 1 2

平成 26年経済センサス―基礎調査
・商業統計調査が実施されます

町内の企業・
事業所の
皆さんへ

統計調査にご協力ください

中小企業・小規模事業の経営者の皆様へ
～個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても

一定の生活費等を残すことができるルールができました。 ～

①　事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている
場合などに、個人保証が不要となること 

②　多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際
に一定の生活費等（従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円～360万円）が残
ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること 

③　保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること 
　　などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定さ

れました。（※第三者保証人についても、上記②,③については経営者本人と同様の取扱となり
ます。）

○経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理について、御相談に応じます 
　ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保
証債務の整理をしたい方、まずは、中小企業基盤整備機構九州本部までお問い合わせください。ご相
談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。

（（独）中小企業基盤整備機構 九州本部：092-263-0300）
 

○政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援を強化します 
　日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積
極的に対応します。また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。詳し
くは日本政策金融公庫まで問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　

（日本政策金融公庫：0120-154-505） 

　また、金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として
浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています（平成２６年２月１
日から適用）。

【お問い合わせ先】
　　中小企業庁事業環境部金融課　担当：柴田 
　　ＴＥＬ：０３－３５０１－２８７６／ Email：shibata-kazuya@meti.go.jp
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自分の体にあった食事量を知ろう！
第２回　主菜編（肉類、魚類、卵、大豆製品など）

　１日にとる主菜のおおまかな基準量を、肉類50ｇ、魚類50ｇ、卵50ｇ、大豆製品100ｇ と考え、１日３食に
振り分けてとるようにしましょう。
　１回目の主食編で求めた １日に必要なエネルギー量 （広報５月号参照） により、1400kcal未満の方は基
準量よりも少し控えめに、2000kcal以上の方は基準量よりも少し多めに摂取しても構いませんが、増やしす
ぎや偏りに注意しましょう。主菜のとりすぎは、たんぱく質や脂質のとりすぎにつながります。
　治療中の方で医師や管理栄養士から食事の指示がでている方は、そちらに従ってください。特に腎疾患の方
などはたんぱく質をとりすぎると腎臓に負担がかかってしまうので気を付けましょう。

※①～④それぞれ１種類だけとった時の１日の目安量です。肉や魚など、種類によって脂質やたんぱく質の
　量が違うため、基準量（肉類50ｇ、魚類50ｇ、卵50ｇ、大豆製品100ｇ）と差があります。

☆ささみ  …　手のひらの長さ（約16cm）２本
☆鶏むね、もも（皮なし） …　１／３枚
☆鶏むね、もも（皮つき） …　１／６枚
☆鶏手羽  …　１～２本
☆もも   …　薄切り２～３枚
☆ヒレ   …　１～２切れ
 　　　（１切れは人差し指、中指、薬指３本分の大きさ）
☆かた、ロース  …　薄切り１～２枚
　　　　　　　　　　　　 （とんかつ用は１／３～１／４枚）
☆ひき肉  …　ハンバーグ１／２個分、
　　　　　　　　　　　　   肉団子２～３個分
☆ハム、ウインナー …　２枚、２本

① 肉類

☆木綿豆腐　…　１／４丁（絹ごし１/３丁）
☆厚揚げ　　…　１／３丁（１丁約200ｇ）
☆油揚げ　　…　２枚
☆納豆　　　…　１パック
☆高野豆腐　…　１枚
☆ゆで大豆　…　大さじ３杯
☆おから　　…　１カップ
☆きなこ　　…　大さじ３杯

④ 大豆製品

③ 卵　　　１個分

☆あじ  　　…　中１尾（開き干し１枚）
☆いわし 　　…　中１尾
☆さんま 　　…　１／３尾
☆さば  　　…　１切れ
  　　　　（人差し指、中指、薬指３本分の大きさ）
☆さけ  　　…　１／２～２／３切れ
☆たら、かれい 　　…　１切れ
☆たい  　　…　１／２切れ（刺身５～６切れ）
☆ぶり  　　…　１／３切れ
☆うなぎの蒲焼き 　…　１切れ（人差し指、中指２本分の大きさ）
☆えび  　　…　無頭６尾
☆いか  　　…　１／２ぱい
☆かまぼこ 　　…　１／２本
☆ちくわ 　　…　２／３本

② 魚類

肉類、魚類、卵、大豆製品の１日の目安量を知ろう！ステップ１

１日３食に振り分けてとってみましょう！ステップ２

１日分はこのように両手にのるくらい

例えば… ＊１日目＊
朝食 … 卵焼き
昼食 … 鮭のホイル蒸し
夕食 … 麻婆豆腐（ひき肉、豆腐）

＊２日目＊
朝食 … おろし納豆
昼食 … オムライス（卵、鶏肉）
夕食 … あじの南蛮漬け

＊3日目＊
朝食 … さばの塩焼き
昼食 … 野菜炒め（豚肉）
夕食 … 高野豆腐の煮物
　　　  かき玉汁（卵）
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　神経難病(パーキンソン病や脊髄小脳変性症等）と診断された方や上記のような体の不調等で悩ん
でいらっしゃる方の医療に関する相談を受けています。
　下記のとおり難病医療相談が実施されます。（要予約。無料。）お一人で抱え込まず、神経内科専門医
に相談してみませんか？
　相談を希望される方は、6月17日(火)までにお問い合わせ先までご連絡ください。

難病医療相談のご案内

６月４日から６月10日までは「歯と口の健康週間」です
　平成26年度の標語　「 歯と口は　健康・元気の　源だ 」
　健康な歯と口は　食べること以外に、きれいな発音をつくり会話を楽しむ、生き生きとした顔の
表情をつくり、コミュニケーションのうえでも大切な役割を果たしています。
　この機会に自分のお口のなかをチェックしてみませんか？特に30歳代以降は、歯周病が急増し
ます。

開催日時

H26.６.24（火）
15:00 ～ 16:30

相談医

佐賀大学医学部附属病院　
江里口　誠医師（神経内科医）

場　所

杵藤保健福祉事務所

◎お問合わせ
　杵藤保健福祉事務所　難病担当　☎０９５４－２２－２１０５

最近、声が出にくくなった‥
歩きにくくなった‥
転びやすくなった‥

手足に力が入りにくくなった
・・・等で悩みの方は、お気軽にご相談ください！

健口週間、いくつ実行していますか？　　　　　　　　　
１．1 日 1 回は丁寧にみがいている　　　　　　　　　　
２．歯と歯肉の境目をみがくようにしている
３．デンタルフロスや歯間ブラシを使う
４．甘い飲み物や食べ物を控えるようにしている
５．口の中を鏡でよくみるようにしている
６．よくかんで食べるようにしている
７．1 年に 1 回以上、歯石をとってもらっている
８．かかりつけ歯科医がいる

いかがでしたか。
いつまでも健康なお口を保つためには、5つ以上のよい習慣があるとよいと言われています。
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6月のうるるカレンダー

日 月 火 水 木 金 土

29 30

ぴよぴよルーム

絵本読み聞かせ ぴよぴよルーム うるるんキッズ

毎週金曜日（10：15～ 11：00）
◎対象：未就園児親子

絵本読み聞かせ

第３月曜日（10：30～ 11：00）
◎対象：未就園児

うるるんキッズ

第２・４土曜日（10：00～ 11：30）
◎対象：小学１年～６年生

◆お問い合わせ　こどもセンター うるる　電話 ６５－１２６５

22 23 24 25 26 28（DVD 鑑賞会）
15 16（絵本読み聞かせ） 17 18 19 2120（ふれあい遊び）

27（誕生会）

8 9
1 2

10 11 12
3 4 5

14（製作あそび）13（サツマイモ植え）
6（製作あそび）   7

おしらせ
6月よりうるるんキッズが第2・４土曜
日、午前中に変わります。第４土曜日は
映画のＤＶＤ上映です。見に来てくださ
いね。

うるるんキッズ※雨天時は変更あり

例）ディズニー、
　　ジブリ等名作

手話奉仕員養成研修講座　受講生募集！
　聴覚障害者福祉の啓発や手話奉仕員（ボランティア）を養成することを目的に、手話奉仕員養成研修を武
雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町で合同開催致します。
平成 26年度は嬉野市で開催いたします。
　聴覚障害者の福祉に関心のある方や手話に関心のある方は、聴覚障害者の言語である「手話」をこの機会
にぜひ学んでみませんか？

●日　時
・平成26年7月14日～平成27年1月29日（全47回）
・毎週月曜日・木曜日（祝日、お盆、年末年始等にお休みがあります。詳細はお問い合わせください。）
・19時00分～21時00分

●場　所　嬉野市中央公民館（嬉野市役所　塩田庁舎の隣）２階　第２研修室
●対象者　江北町在住の方、もしくは在勤・在学の方（18歳以上）
●定　員　全体で30名（定員超過した場合は受講できないことがあります。）
●受講料　無料（ただし、テキスト代が3,240円必要です。）
●申込締切　平成26年6月27日（必着）
●申込方法
　専用の申込書を江北町役場　福祉課窓口に設置しておりますので
　必要事項をご記入頂き、福祉課までお持ちください。

※上記研修講座とは別に、毎週金曜日、江北町「手話の会」の
方たちが自主研修をされています。関心のある方は、代表の
岩永良子さん(電話86-4421)までご連絡ください。

お問い合わせ先
江北町役場　福祉課
0952-86-5614
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いきいき健康カレンダー

※武雄地区休日急患センター
・診察時間：午前9時～午後5時（日曜・祭日）　　小児夜間救急（診療）：午後7時～午後9時（土曜・日曜・祝日）

白石消防署管内　日曜・祭日在宅医当番予定表
月

6

日

1
8
15
22
29

日
日
日
日
日

0952-86-2533
0952-87-2233
0952-84-2205
0952-82-2816
0952-84-6060

0952-86-5551
0952-82-3161
0954-65-5006
0954-65-3129
0952-86-2070

古賀小児科内科病院（江北町）
カタフチ医院（白石町）
副島医院（白石町）
大町町立病院（大町町）
白石共立病院（白石町）

川﨑整形外科（大町町）
順天堂病院（大町町）
白浜医院（白石町）
高島病院（白石町）
古賀病院（江北町）

曜日
当番施設名 電話番号 当番施設名 電話番号

内　　　　　科 外　　　　　科

新着本おすすめ

『ごちそうなあに』

『へんし～んねずみくん』

『大きくなるってこんなこと！』

『ねことさかなでねこざかな』

『おつきさまはいちねんせい』

●随時、新しい本が入ってきています。新着本など、本の検索は
ネイブルのホームページからでもできますので、どうぞご利
用ください。

●リクエストも受付けております。お気軽にカウンターまでど
うぞ。

●毎月第３土曜日におはなし会を行っています。
　次回は6月21日（土）午後２時からです。　　　　　　
●ネイブルからのお願い：本を借りる人は、バッグをご持参

下さい。　
 

絵　本

『わんぱくだんの
ひみつきち』

ゆきの　ゆみこ・作

はた　こうしろう　・絵

なかえ　よしを・作・絵

ヘレン・オクセンバリー・絵

わたなべ　ゆういち・作

きたやま　ようこ・文 
他

６月

3火
5木

17火
19木
20金
20金
26木

デイケア　ゆとり
歯科保健教室
ベビーとママのにこにこ教室
２ヵ月児相談
健康相談
乳児健診
２歳半健診

9:50～10:00
13:00～13:15
9:45～10:00
9:30～  9:45
9:30～10:30

13:00～13:15
13:00～13:15

10:00～12:00
13:00～15:00
10:00～11:30
9:45～11:00
9:30～11:00

13:00～15:00
13:00～15:00

保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター

事 　 業 　 名 受付時間 時間帯 場　所

『ほんとのおおきさ・あかちゃん動物園』

『ふしぎなトラのトランク』

『焼き上がり５分前！』

『西遊後記』

『伝説のエンド―くん』

児童書

『アナウンサーになろう！
愛される話し方入門』
堤　江実・作

小宮　輝之・監修

風木　一人・作

星　はいり・作

斉藤　洋・作

まはら　三桃・著

『花咲く日を楽しみに　子育ての悩みが消える32の答え』

『ブラック企業を許さない！』

『予備校なんてぶっ潰そうぜ。』

『廉恥　警視庁強行犯係・樋口顕』

『王朝小遊記』

一般書

『こんなに楽しいのに走ら
なきゃもったいない！』
高橋　尚子・著

佐々木　正美・著

清水　直子・著

花房　孟胤・著

今野　敏・著

諸田　玲子・著

図書コーナーより
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全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」強
化
週
間

　
法
務
局
で
は
、『
全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」強
化
週
間
』を
設
定
し
、

子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
の
相
談
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ
と
と

い
た
し
ま
し
た
。

　
い
じ
め
・
虐
待
な
ど
、子
ど
も
の
人
権
に
か
か
わ
る
悩
み
ご
と
、心
配
ご
と
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。相
談
内
容
に
つ
い
て
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、ひ
と

り
で
悩
ま
ず
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
実
施
期
間
　
６
月
26
日（
月
）〜
６
月
29
日（
日
）の
一
週
間

■
受
付
時
間
　
６
月
23
日（
月
）〜
６
月
27
日（
金
）　
８
時
30
分
〜
19
時
ま
で

　
　
　
　
　
　
６
月
28
日（
土
）〜
６
月
29
日（
日
）　
10
時
〜
17
時
ま
で

■
相
談
担
当
者
　
法
務
局
職
員
、人
権
擁
護
委
員

■
電
話
番
号
　
０
１
２
０-

０
０
７-

１
１
０

今
年
の
サ
マ
ー
は
６
億
円
!! 

で
っ
か
い
夢
を
丸
か
じ
り
!!

　
今
年
の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
は
、１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
６
億
円
。サ
マ
ー

ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
６
０
０
０
万
が
同
時
発
売
さ
れ
ま
す
。サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
に
つ
い
て

の
概
要
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

■
発
売
期
間
　
７
月
４
日
〜
７
月
25
日

■
抽
選
日
　
　
８
月
５
日

■
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
　
　
　
１
等
　
４
億
円×

26
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
後
賞
各
　
１
億
円×

52
本

　
　
　
　
　
　（
発
売
総
額
７
８
０
億
円・26
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合
）

■
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
　
１
等
　
６
０
０
０
万
円×

90
本

　
　
　
　
　
　（
発
売
総
額
２
７
０
億
円・
９
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合
）

司
法
書
士
に
よ
る
成
年
後
見
人
制
度
入
門
講
座

■
日
時
　
７
月
26
日（
土
）　
13
時
〜
17
時

■
会
場
　
唐
津
市
高
齢
者
ふ
れ
あ
い
会
館 

り
ふ
れ（
唐
津
市
二
夕
子
三
丁
目
１
５
５
番
地
４
）

■
申
込
方
法
　
電
話
に
よ
る
受
付（
定
員
50
名
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

■
受
講
料
　
無
料

■
講
座
内
容
　
①
成
年
後
見
人
っ
て
、何
だ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
②
福
祉
の
現
場
か
ら
見
た
成
年
後
見

　
　
　
　
　
　
③
後
見
制
度
の
上
手
な
活
用
法

　
　
　
　
　
　※

講
座
終
了
後
、個
別
相
談
可

　
　
　
　
　
　
　
都
合
に
よ
り
、講
座
内
容
が
変
更
に
な
る
場
合
あ
り

■
お
問
い
合
わ
せ  （
公
社
）成
年
後
見
セ
ン
タ
ー・リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
佐
賀
支
部

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
９
５
２-

２
９-

０
６
２
６

■
そ
の
他
　
毎
週
火
曜
日
18
時
か
ら
19
時
30
分
ま
で
、成
年
後
見・相
続・遺
言
に
つ
い

　
て
電
話
無
料
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
５
２-

２
９-

０
６
３
５

放
送
大
学
10
月
入
学
生
募
集

　
放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
等
の
放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学
で

す
。働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業
し
た
い
、学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、様
々
な
目
的
で
、

幅
広
い
世
代
の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

　
た
だ
い
ま
平
成
26
年
10
月
入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
し
い
資
料
を
無
料
で
送
付
致

し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
募
集
学
生
の
種
類

　- 

教
養
学
部 -

　
　
科
目
履
修
生（
６
ヶ
月
在
学
し
、希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

　
　
選
科
履
修
生（
１
年
間
在
学
し
、希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

　
　
全
科
履
修
生（
４
年
以
上
在
学
し
、卒
業
を
目
指
す
）

　- 

大
学
院 -

　
　
修
士
科
目
生（
６
ヶ
月
在
学
し
、希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

　
　
修
士
選
科
生（
１
年
間
在
学
し
、希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

■
出
願
期
間
　
６
月
15
日
〜
８
月
31
日
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
）

■
資
料
請
求（
無
料
）・お
問
合
わ
せ
先

　
〒
８
４
０-

０
８
１
５
　
放
送
大
学
佐
賀
学
習
セ
ン
タ
ー
℡：
０
９
５
２-

２
２-

３
３
０
８

　
放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　http://w

w
w

.ouj.ac.jp

職
業
訓
練
受
講
生
募
集

　
　
新
た
な
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
求
職
者
で
、受
講
意
欲
が
あ
り
公
共
職
業
安
定
所
長
か

ら
受
講
指
示
ま
た
は
受
講
推
薦
等
を
受
け
た
方
を
対
象
に
、下
記
の
と
お
り
職
業
訓
練
受
講

生
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
コ
ー
ス
お
よ
び
定
員

■
受
講
料
　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
等
は
別
途
自
己
負
担
）

■
対
象
者
　
お
お
む
ね
40
歳
未
満
の
方

■
訓
練
期
間
　
７
か
月（
期
間
中
、企
業
実
習
が
一
か
月
あ
り
ま
す
）

■
応
募
方
法
　
最
寄
り
の
公
共
職
業
安
定
所
で
ご
相
談
の
上
、応
募
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

■
お
問
い
合
わ
せ
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
佐
賀

　
　
　
　
　
　
　
　（
佐
賀
市
兵
庫
町
若
宮
）０
９
５
２-

２
６-

９
５
１
６

募
集
科
名

８
月
生

９
月
生

７
月
15
日

８
月
19
日

15
名

12
名

電
気
制
御
技
術
科

機
械
加
工
技
術
科

６
月
６
日
〜
７
月
４
日

７
月
11
日
〜
８
月
12
日

募
集
期
間

選
考
日

定
員

暮
ら
し
の
情
報
ボ
ッ
ク
ス

ビッキーのビッキーの

か
わ
ら
版

か
わ
ら
版

ま
む
し
に
噛
ま
れ
た
ら

　
ま
む
し
に
噛
ま
れ
た
と
き
は
、次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
１
．か
ま
れ
た
部
分
の
上
部
を
し
ば
り
、毒
素
が
体
に
ま
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

　
２
．で
き
る
だ
け
早
く
病
院
に
行
き
、手
当
て
を
受
け
る
。

■
平
成
26
年
度
ま
む
し
抗
毒
素
の
設
置
医
療
機
関（
町
内
）

　
敬
天
堂
古
賀
病
院（
観
音
下
区
）　
８
６-

２
０
７
０

　
武
岡
病
院（
東
分
区
）　
８
６-

３
０
１
３

平
成
26
年
度 

佐
賀
県
が
ん
患
者・家
族
集
い
の
会

■
日
　
時
　
７
月
７
日（
月
）　
11
時
開
場
　
12
時
30
分
か
ら
集
い
の
会

■
場
　
所
　
佐
賀
県
総
合
保
健
会
館（
佐
賀
市
天
神
１
丁
目
４-

15
）

■
対
象
及
び
定
員
　
が
ん
患
者
と
そ
の
家
族
30
名（
受
付
順
）

■
内
　
容
　
キ
ャ
ン
ド
ル
作
り
、親
睦・交
流
会
ほ
か

■
参
加
料
　
ひ
と
り
当
た
り
３
０
０
円

■
申
込
方
法
　
住
所・氏
名・電
話
番
号・家
族
同
伴
の
有
無
を
電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　※

電
話
受
付（
毎
週
月・水・金
の
　
10
時
〜
13
時
　
14
時
〜
16
時
）

■
申
込
期
限
　
７
月
２
日（
水
）

■
お
問
い
合
わ
せ
　
公
益
財
団
法
人
　
佐
賀
県
総
合
保
険
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
９
５
２-

２
７-

４
６
６
６

編
集
後
記

　
さ
ん
さ
ん
と
日
差
し
が
降
り

注
ぎ
、
行
楽
日
和
だ
っ
た
５
月
が

去
り
、
雨
が
地
面
を
叩
く
こ
と
が

多
く
な
り
ま
し
た
。梅
雨
の
時
期
、

６
月
の
到
来
で
す
。傘
が
手
放
せ

ま
せ
ん
。

　
梅
雨
と
い
え
ば
ア
ジ
サ
イ
。咲

い
て
い
る
土
壌
の
環
境
に
よ
っ
て
、

花
の
色
が
青
く
な
っ
た
り
赤
く

な
っ
た
り
、
花
の
色
が
変
化
す
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
こ
ん
な
だ
か
ら
で
し
ょ

う
か
、
ア
ジ
サ
イ
の
花
言
葉
は

〝
移
り
気
〞、〝
気
変
わ
り
〞な
ど
な

ど
。

　
雨
が
降
っ
た
り
止
ん
だ
り
、
落

ち
着
か
な
い
天
気
の
中
で
咲
き

誇
る
ア
ジ
サ
イ
は
、
ま
さ
に
梅
雨

の
花
だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
５
月
上
旬
か
ら
６
月
下

旬
に
か
け
て
種
を
撒
く
と
、
夏
に

花
を
咲
か
せ
る
の
が
ア
サ
ガ
オ
。

　
夏
休
み
の
宿
題
で
観
察
し
た

人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
水
を
や
り
忘
れ
て
枯
ら
し
て

し
ま
っ
た
の
は
苦
い
思
い
出
で
す
。

ア
サ
ガ
オ
の
花
言
葉
は
、〝
愛
情
〞、

〝
明
日
も
さ
わ
や
か
に
〞な
ど
な

ど
。

　
さ
わ
や
か
に
頑
張
れ
と
励
ま

し
て
も
ら
い
た
い
の
で
、
ア
サ
ガ

オ
を
植
え
て
み
よ
う
か
な
と
。

　
今
度
は
枯
ら
さ
な
い
よ
う
に

気
を
付
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
光

【
九
州
エ
コ
ラ
イ
フ
ポ
イ
ン
ト
】電
気
使
用
量
の
削
減
活
動（
節
電
）の
参
加
者
募
集

　
地
球
温
暖
化
防
止
対
策
の
た
め
、家
庭
で
節
電
の
取
り
組
み
を
し
て
い
た
だ
く
世
帯
を
募
集
し
ま
す
。ご
希

望
の
方
は
、参
加
申
し
込
み
後
、九
州
電
力
の
検
針
票（
３
か
月
分
）を
送
っ
て
い
た
だ
く
と
、道
の
駅
、ス
ー

パ
ー
、コ
ン
ビ
ニ
な
ど
九
州
の
取
扱
店
で
使
用
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
券
を
差
し
上
げ
ま
す（
佐
賀
県
内
は
２
７
８

店
舗
）。募
集
の
概
要
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

■
募
集
世
帯
　
５
０
０
０
世
帯（
九
州
全
体
）

　※

応
募
者
多
数
の
場
合
、受
付
が
締
め
切
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
募
集
期
間
　
５
月
１
日
〜
６
月
30
日

■
取
組
期
間
　
７
月
〜
９
月（
こ
の
期
間
分
の
検
針
票「
電
気
ご
使
用
量
の
お
知
ら
せ
」を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。）

■
ポ
イ
ン
ト
券
の
供
与
　
☆
３
か
月
分
の
検
針
票
提
出
者
　
も
れ
な
く
５
０
０
ポ
イ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☆
特
典
１
　
前
年
比
で
削
減
で
き
て
い
れ
ば…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・（
前
年
比
10
％
未
満
の
場
合
）２
０
０
ポ
イ
ン
ト
を
加
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・（
前
年
比
10
％
以
上
の
場
合
）３
０
０
ポ
イ
ン
ト
を
加
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☆
特
典
２
　
削
減
者
の
中
か
ら
抽
選
で
特
産
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

■
申
込
方
法
　
郵
便
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、Ｅ
メ
ー
ル
、Ｗ
ｅ
ｂ
か
ら
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
申
込
先
　
九
州
版
炭
素
マ
イ
レ
ー
ジ
制
度
推
進
協
議
会
ポ
イ
ン
ト
運
営
管
理
事
務
局

　
　
　
　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
９
２-

７
２
１-

４
９
０
５
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
９
２-

７
２
１-

４
９
０
４

　
　
　
　
　
Ｅ
メ
ー
ル
　info@

q-ecolife.com
  

　
　
　
　
　U

RL  http://w
w

w
.ecolife.com

※自転車盗4件発生のうち、無施錠による被害が4
　件です。
※車上ねらい5件発生のうち、無施錠による被害
　が4件です。

犯罪発生件数

うち窃盗犯

身近な犯罪の発生状況は

自転車盗

万引き

車上ねらい

空き巣、忍び込み等

オートバイ盗

44件

35件

4件

13件

5件

4件

2件

前年対比　－46件

前年対比　－37件

前年対比  －16件

前年対比　＋6件

前年対比　±0件

前年対比　－5件

前年対比　±0件

白石警察署管内における
平成26年4月末の犯罪発生状況は以下のとおりです。

鍵を必ず
かけましょう

26広
報こうほく



ま
む
し
に
噛
ま
れ
た
ら

　
ま
む
し
に
噛
ま
れ
た
と
き
は
、次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
１
．か
ま
れ
た
部
分
の
上
部
を
し
ば
り
、毒
素
が
体
に
ま
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

　
２
．で
き
る
だ
け
早
く
病
院
に
行
き
、手
当
て
を
受
け
る
。

■
平
成
26
年
度
ま
む
し
抗
毒
素
の
設
置
医
療
機
関（
町
内
）

　
敬
天
堂
古
賀
病
院（
観
音
下
区
）　
８
６-

２
０
７
０

　
武
岡
病
院（
東
分
区
）　
８
６-

３
０
１
３

平
成
26
年
度 

佐
賀
県
が
ん
患
者・家
族
集
い
の
会

■
日
　
時
　
７
月
７
日（
月
）　
11
時
開
場
　
12
時
30
分
か
ら
集
い
の
会

■
場
　
所
　
佐
賀
県
総
合
保
健
会
館（
佐
賀
市
天
神
１
丁
目
４-

15
）

■
対
象
及
び
定
員
　
が
ん
患
者
と
そ
の
家
族
30
名（
受
付
順
）

■
内
　
容
　
キ
ャ
ン
ド
ル
作
り
、親
睦・交
流
会
ほ
か

■
参
加
料
　
ひ
と
り
当
た
り
３
０
０
円

■
申
込
方
法
　
住
所・氏
名・電
話
番
号・家
族
同
伴
の
有
無
を
電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　※

電
話
受
付（
毎
週
月・水・金
の
　
10
時
〜
13
時
　
14
時
〜
16
時
）

■
申
込
期
限
　
７
月
２
日（
水
）

■
お
問
い
合
わ
せ
　
公
益
財
団
法
人
　
佐
賀
県
総
合
保
険
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
９
５
２-

２
７-

４
６
６
６

編
集
後
記

　
さ
ん
さ
ん
と
日
差
し
が
降
り

注
ぎ
、
行
楽
日
和
だ
っ
た
５
月
が

去
り
、
雨
が
地
面
を
叩
く
こ
と
が

多
く
な
り
ま
し
た
。梅
雨
の
時
期
、

６
月
の
到
来
で
す
。傘
が
手
放
せ

ま
せ
ん
。

　
梅
雨
と
い
え
ば
ア
ジ
サ
イ
。咲

い
て
い
る
土
壌
の
環
境
に
よ
っ
て
、

花
の
色
が
青
く
な
っ
た
り
赤
く

な
っ
た
り
、
花
の
色
が
変
化
す
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
こ
ん
な
だ
か
ら
で
し
ょ

う
か
、
ア
ジ
サ
イ
の
花
言
葉
は

〝
移
り
気
〞、〝
気
変
わ
り
〞な
ど
な

ど
。

　
雨
が
降
っ
た
り
止
ん
だ
り
、
落

ち
着
か
な
い
天
気
の
中
で
咲
き

誇
る
ア
ジ
サ
イ
は
、
ま
さ
に
梅
雨

の
花
だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
５
月
上
旬
か
ら
６
月
下

旬
に
か
け
て
種
を
撒
く
と
、
夏
に

花
を
咲
か
せ
る
の
が
ア
サ
ガ
オ
。

　
夏
休
み
の
宿
題
で
観
察
し
た

人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
水
を
や
り
忘
れ
て
枯
ら
し
て

し
ま
っ
た
の
は
苦
い
思
い
出
で
す
。

ア
サ
ガ
オ
の
花
言
葉
は
、〝
愛
情
〞、

〝
明
日
も
さ
わ
や
か
に
〞な
ど
な

ど
。

　
さ
わ
や
か
に
頑
張
れ
と
励
ま

し
て
も
ら
い
た
い
の
で
、
ア
サ
ガ

オ
を
植
え
て
み
よ
う
か
な
と
。

　
今
度
は
枯
ら
さ
な
い
よ
う
に

気
を
付
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
光

【
九
州
エ
コ
ラ
イ
フ
ポ
イ
ン
ト
】電
気
使
用
量
の
削
減
活
動（
節
電
）の
参
加
者
募
集

　
地
球
温
暖
化
防
止
対
策
の
た
め
、家
庭
で
節
電
の
取
り
組
み
を
し
て
い
た
だ
く
世
帯
を
募
集
し
ま
す
。ご
希

望
の
方
は
、参
加
申
し
込
み
後
、九
州
電
力
の
検
針
票（
３
か
月
分
）を
送
っ
て
い
た
だ
く
と
、道
の
駅
、ス
ー

パ
ー
、コ
ン
ビ
ニ
な
ど
九
州
の
取
扱
店
で
使
用
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
券
を
差
し
上
げ
ま
す（
佐
賀
県
内
は
２
７
８

店
舗
）。募
集
の
概
要
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

■
募
集
世
帯
　
５
０
０
０
世
帯（
九
州
全
体
）

　※

応
募
者
多
数
の
場
合
、受
付
が
締
め
切
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
募
集
期
間
　
５
月
１
日
〜
６
月
30
日

■
取
組
期
間
　
７
月
〜
９
月（
こ
の
期
間
分
の
検
針
票「
電
気
ご
使
用
量
の
お
知
ら
せ
」を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。）

■
ポ
イ
ン
ト
券
の
供
与
　
☆
３
か
月
分
の
検
針
票
提
出
者
　
も
れ
な
く
５
０
０
ポ
イ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☆
特
典
１
　
前
年
比
で
削
減
で
き
て
い
れ
ば…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・（
前
年
比
10
％
未
満
の
場
合
）２
０
０
ポ
イ
ン
ト
を
加
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・（
前
年
比
10
％
以
上
の
場
合
）３
０
０
ポ
イ
ン
ト
を
加
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☆
特
典
２
　
削
減
者
の
中
か
ら
抽
選
で
特
産
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

■
申
込
方
法
　
郵
便
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、Ｅ
メ
ー
ル
、Ｗ
ｅ
ｂ
か
ら
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
申
込
先
　
九
州
版
炭
素
マ
イ
レ
ー
ジ
制
度
推
進
協
議
会
ポ
イ
ン
ト
運
営
管
理
事
務
局

　
　
　
　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
９
２-

７
２
１-

４
９
０
５
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
９
２-

７
２
１-

４
９
０
４

　
　
　
　
　
Ｅ
メ
ー
ル
　info@

q-ecolife.com
  

　
　
　
　
　U

RL  http://w
w

w
.ecolife.com

※自転車盗4件発生のうち、無施錠による被害が4
　件です。
※車上ねらい5件発生のうち、無施錠による被害
　が4件です。

犯罪発生件数

うち窃盗犯

身近な犯罪の発生状況は

自転車盗

万引き

車上ねらい

空き巣、忍び込み等

オートバイ盗

44件

35件

4件

13件

5件

4件

2件

前年対比　－46件

前年対比　－37件

前年対比  －16件

前年対比　＋6件

前年対比　±0件

前年対比　－5件

前年対比　±0件

白石警察署管内における
平成26年4月末の犯罪発生状況は以下のとおりです。

鍵を必ず
かけましょう
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日 月 火 水 木 金 土

7

8 9 10 11 12 13

54321 6

14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

7月2日 7月3日 7月4日 7月5日29 30 7月1日

容器包装プラスチック
資源物

可燃物

可燃物

可燃物

可燃物

容器包装プラスチック
資源物

可燃物 容器包装プラスチック
資源物

可燃物

可燃物

可燃物

可燃物

容器包装プラスチック

容器包装プラスチック可燃物

可燃物

可燃物

不燃物
可燃物

不燃物
可燃物

不燃物
可燃物

不燃物
可燃物

可燃物 可燃物

可燃物 可燃物

・女性のための巡回相談 ・心配ごと相談日

・消費生活相談日 ・心配ごと相談日
  および行政相談日

・高校生ケーキカフェ
 「サノ・ボヌール」

県内一斉「ふる
さと美化活動」

・消費生活相談日

・消費生活相談日

・各区対抗ゲートボール
 大会

・無料法律相談
 （前日までに要予約）

2014年6月くらしのカレンダー

A地区指定日
新宿、土元、門前、
東分、西分、花祭、
高砂、上惣、宿（バ
イパス南を含む全
地区）

B地区指定日
観音下、石原、新
町、上区、岩屋、岳、
鹿ノ口、白木、平
山、仲町、浪花町、
日ノ出

C地区指定日
上分、下分、野口、
下惣、馬場、祖子
分、江口、正徳、八
北、八中、八南、東
区、大西、南郷

★６月は、資源物回収となっていま
す。回収日が、雨天の場合は、翌週の
木曜日に延期になります。なお、容
器包装プラスチックにおいては、雨
天の場合も収集しますので、お間違
えのないようにお願いします。

BC地区
共通

リ

★買物には、マイバックを持参しましょう!

N
o.253

編
集
発
行
／
江
北
町
役
場
総
務
企
画
課
　〒849 -0592 

佐
賀
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　TEL 0952 -86 -5612  FAX 0952 -86 -2130

　発
行
日
／
平
成
26
年
6
月
1
日

広
報
こ
う
ほ
く

生ごみの水分はよく切りましょう。ごみ減量化にご協力お願いします。
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